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第７回軽米町議会定例会 

 

平成２８年 ３月 ７日（月） 

午前１０時００分  開 議  

 

議 事 日 程 
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- 34 - 

〇出席議員（１４名） 

   １番 中 里 宜 博 君       ２番 中 村 正 志 君 

   ３番 田 村 せ つ 君       ４番 川原木 芳 蔵 君 

   ５番 上 山 勝 志 君       ６番 舘 坂 久 人 君 

   ７番 茶 屋   隆 君       ８番 大 村   税 君 

   ９番 松 浦 満 雄 君      １０番 本 田 秀 一 君 

  １１番 細谷地 多 門 君      １２番 古 舘 機智男 君 

  １３番 山 本 幸 男 君      １４番 松 浦   求 君 

 

〇欠席議員（なし） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

      町            長      山 本 賢 一 君 

      副      町     長      藤 川 敏 彦 君 

      教      育     長      菅 波 俊 美 君 

      総    務    課    長      日 山   充 君 

      税 務 会 計 課 長      山 田   元 君 

      町 民 生 活 課 長      中 野 武 美 君 

      健 康 福 祉 課 長      川原木 純 二 君 

      産 業 振 興 課 長      高 田 和 己 君 

      地 域 整 備 課 長      新井田 一 徳 君 

      農 業 委 員 会 会 長      日 山 一 夫 君 

      監    査    委    員      瀧 澤 英 敬 君 

      教 育 委 員 長      戸草内 勝 夫 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      高 田 和 己 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      日 山   充 君 

      健康ふれあいセンター所長      川原木 純 二 君 

      水 道 事 業 所 長      新井田 一 徳 君 

      再生可能エネルギー推進室長      平   俊 彦 君 

      税 務 会 計 課 担 当 主 幹      於 本 一 則 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

      議 会 事 務 局 長      佐 藤 暢 芳 君 

      議 会 事 務 局 主 任 主 査      橋 本 邦 子 君 

      議 会 事 務 局 主 査      鶴 飼 義 信 君 



- 35 - 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣告 

〇議長（松浦  求君） おはようございます。ただいまの出席議員は１４人であります。

定足数に達しておりますので、会議は成立しました。 

    これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告 

〇議長（松浦 求君） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

    日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

    ３月３日の町長の施政方針演述に対し、山本幸男君、古舘機智男君、松浦満雄君

から追加の質問提出がありました。内容はお手元に配付してございます。 

    本日の一般質問は、通告順によって７番、茶屋隆君、２番、中村正志君、１１番、

細谷地多門君、３番、田村せつ君の４人とします。 

    これで諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎一般質問 

〇議長（松浦 求君） これより本日の議事日程に入ります。 

    日程第１、一般質問を行います。 

    質問通告に基づき、順番に発言を許します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇７番 茶 屋   隆 議員 

〇議長（松浦 求君） ７番、茶屋隆君。 

             〔７番 茶屋 隆君登壇〕 

〇７番（茶屋  隆君） おはようございます。トップバッターということで緊張しており

ます。今回の一般質問は９名ということで、私が議員になってからは初めてだと思

います。いずれにいたしましても建設的に質問いたしますので、町長、当局におか

れましては誠意ある明快な答弁をお願いいたしたいと思います。 

    それでは、通告しておきました２点について質問いたします。 

    まず１点目、ふるさと納税についてですが、私は平成２６年の９月定例会の一般

質問で、寄附金の活用について町では５事業を指定しているが、内容が漠然とし過

ぎて、何をやるのかわかりづらい、できれば見ただけで具体的に何をやるのかわか

るような事業名にし、あわせてお礼品に町の特産品を送ることを考えてみてはどう

かという質問に、町長は寄附をいただいた皆様に事業の具体例を示すことができる

よう、総合的に検討するということでした。また、お礼品につきましては、当初よ
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り品数もふえ、多少改善されてきたとは思いますが、まだ目玉になるようなものが

ありません。現在町としてふるさと納税の寄附拡大に向けてどのような取り組みを

やっているのか、また納税寄附金の現況はどうなのかお伺いします。 

    ２点目、平成２６年度のふるさと納税額は、総務省のデータによれば、全国１，

７４１市町村のうち軽米は１，４９７番目と、非常に低いと思います。ちなみに、

二戸市は全国で１６６番、軽米とは１桁違います。金額でも軽米は４５万円、二戸

市は４，５５０万円と、これもまた２桁も違います。ほかにも、八戸市２５５番目、

２，７８５万円、一戸町４２７番目、１，１３６万円と大きく差をつけられていま

す。このように他町村と比較すれば非常に低いと思いますが、このことをどのよう

に捉え、多くするための具体的取り組みを考えているのかお伺いします。よろしく

お願いします。 

    済みません、議長、ちょっとストーブが熱過ぎると思いますけれども、もうちょ

っと弱くしてもいいと思います。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 茶屋議員のふるさと納税についてのご質問にお答えいたします。 

    ふるさと支援寄附、いわゆるふるさと納税につきましては、平成２０年度に条例

制定し、取り組んできたところでありますが、寄附金額が伸び悩んでおり、全国的

な趨勢としてお礼品を充実させる自治体が多いことから、平成２６年度に見直しを

行い、お礼品の充実を図ってきたところであります。 

    お礼品の内容でございますが、見直し以前は一律に６００円程度の雑穀スティッ

クとしておりましたが、寄附金額に応じて、例えば１万円までの方には２，０００

円程度、３万円までの方には６，０００円程度、５万円までの方には１万円程度の

ものに見直しを行いました。また、それぞれの段階に１１から１８種類の詰め合わ

せセットを設定した上で、寄附者から希望のセットを選択していただくこととした

ところであります。見直し後の内容につきましては、ホームページでの紹介や在京

軽米会などでのＰＲのほか、ふるさと納税の情報発信を行う民間のホームページを

活用しているところでございます。 

    平成２７年度の寄附金額につきましては、本年２月末時点でありますが、寄附者

は５６名、寄附金額は１１４万７，０００円となっております。 

    次に、現状をどのように捉え、寄附金を多くするための取り組みを考えているか

についてお答えいたします。平成２６年度のふるさと納税につきましては、１１件、

４５万円と、茶屋議員のご指摘のとおり、他の市町村と比較し非常に低い実績でご

ざいました。しかしながら、お礼品の見直しを行った結果、平成２７年度はまだま

だ他の市町村と比較し低い実績ではありますが、着実にその成果があらわれてきて
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いるところであります。つきましては、今後も多くの人が興味を持ちつつ、喜んで

いただけるようなお礼品目や詰め合わせセットの見直しを行うとともに、ホームペ

ージの改善など寄附しやすい環境の整備に取り組み、納税額の促進を図ってまいり

たいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦 求君） ７番、茶屋隆君。 

             〔７番 茶屋 隆君登壇〕 

〇７番（茶屋 隆君） 今答弁をいただきましたが、ありがとうございます。 

    再質問ですけれども、今は何でもインターネットでできる時代になってきて、ふ

るさと納税もほとんど市町村でインターネットを利用しています。その中で、ふる

さと納税、ふるさとチョイスというものがあるそうです。これを利用するには、こ

れをやられている会社と契約が必要ということですが、残念ながら軽米町ではまだ

できていません。チョイスとは選べるということで、このシステムを使えばいろん

なことが簡単にできるということです。 

    ふるさと納税サイトふるさとチョイスには、納税者に対するサービスとして、お

礼品あり、使い道が選べる、チョイスから申し込み、クレジットで決済できる、年

何度でもお礼ありと、５つの項目が掲載されています。例えば地域でチョイス、東

北の部分を検索してみれば、ほぼ全市町村で毎年多額の寄附金を集める山形県と岩

手県のサービスを比較してみれば、山形県では先ほどの５項目を実施し、ほとんど

の市町村でサービスが充実しているということです。まだ岩手県では３分の１ぐら

いの市町村しか実施していません。 

    その中で、二戸市は全てのサービス、５項目が行われています。軽米はといえば、

お礼品あり、使い道が選べる、この２つのサービス項目はありますが、残念ながら

チョイスからの申し込み、クレジット決済、年何度でももらえるという、簡単に寄

附できる３つのサービス項目がありません。 

    また、納税者に対するサービスが二戸市と何が違うかということで、チョイスか

らの申し込みということで、二戸市ではふるさとチョイスからインターネットです

ぐに申し込みができるという利便さがあります。軽米は、寄附申出書により、軽米

町役場総務課窓口での直接受け付けは電話、ファクシミリ、Ｅメール及び郵送での

受け付けとなりますということで不便です。 

    クレジット決済ということで、二戸市ではクレジットカードで簡単に納税できる

ということで便利です。軽米は、町指定金融機関がある場合は納付書を送付しても

らって、そこへ納付する。町指定金融機関がない場合は、郵便振込取扱票を郵送し

てもらって、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で納付する。また、現金書留及び町

指定金融機関以外の金融機関からの寄附を受け付ける、ただし送金手数料がかかり、
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送金する方の負担となるということで、送金手数料もかかり、納税するのに手続が

非常に面倒くさい。 

    ３つ目の年何度でもお礼ありということで、二戸市では納税の都度のお礼がもら

えるという記載があるので、年に何回も納税したくなる。軽米は、この記載がない

のでわからない。年何度でもお礼ありとはっきりとわかるように記載するのが必要

だと思います。 

    このように、ふるさと納税をする場合、納税に便利なふるさと納税サイトふるさ

とチョイスというシステムを取り入れるべきと思いますが、いかがでしょうか。 

    役所ホームページ、納税実績報告を比較してみますと、二戸市が金額で４，５０

０万円、件数も２，０００件と、なぜこれだけの件数が集まるのかと考えたとき、

何度もお礼品がもらえるほかにも、ホームページを比較すると詳細な使途項目とお

礼の言葉が載っています。例えば大きな見出しで「ありがとうございます  二戸市

ふるさと納税の活用内容」と題して、平成２６年度皆様からお寄せいただいた寄附

金は、次のとおり平成２７年度事業として活用させていただきます、項目としてま

ちづくりのために、福祉のために、教育のために、使途指定なしと。そして、まち

づくりのために、福祉のためにも事業名が５つ、そしてその事業それぞれが詳しく

説明されています。時間の都合で事業名、事業の内容の詳細は省略させていただき

ますが、この中で「まちづくりのために」というところで、地域おこし活動推進事

業で地域おこし隊２名の活動費として使われますという項目が載っていました。と

いうことは、ふるさと納税の寄附によって地域おこし隊２名の雇用が生まれたとい

うことです。これは、大変画期的なことだと思います。この二戸市のように、お願

いで始まり、お礼、感謝で終わるのがいいのではないでしょうか。また、各事業ご

とに詳しい内容が記載されているのもいいと思います。軽米町の寄附金の使途につ

いても、事業の内容が具体的にわかるような事業名、そうでなければ事業名の詳細

な説明が必要と思いますが、いかがでしょうか。 

    軽米町役場のホームページ、ふるさと納税実績ページには、ふるさと納税をして

くださった方の名前の紹介はありますが、お礼の言葉、集まった寄附金がいつどの

ような事業に使われるのか記載がありません。毎年「寄附いただいたお金は、軽米

町ふるさと支援基金に積み立てし、今後の町づくり事業に活用されます」という記

載だけでは、納税した人はがっかりすると思います。何かに使われたと思えば、ま

たもう一度寄附したくなると思いますが、どうでしょうか。 

    また、寄附金の使い道が一目でわかるように写真が載っていればいいと思います。

写真が載っていることによって事業の内容がイメージしやすく、特に子供の笑顔は

将来に投資したくなると思います。軽米町は子育て日本一の町を目指しているわけ

ですから、どうでしょう、子育て日本一を目指す事業と銘打って、子供が元気に遊
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んでいる写真をホームページに載せてはどうでしょうか、町長。 

    以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  大変詳細にわたりましてご提案ありがとうございます。これから

もどんどんこの事業は伸ばしていきたいというふうに思っておりますので、今ご指

摘いただきましたＰＲ方法、それからまた返礼品のこれからさらに拡充、そしてま

た手続等の簡素化、そしてまたそういった寄附がどういったところでどういうふう

に使われているかというようなことなどご提案いただいたこと、十分検討しながら

実行してまいりたいと思っております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦 求君） ７番、茶屋隆君。 

             〔７番 茶屋 隆君登壇〕 

〇７番（茶屋 隆君） それでは、再質問させていただきます。 

    お礼品についてですが、お礼品の選択のしやすさということが大事だと思います。

二戸市では、二戸市ふるさと寄附金記念品リストというのがあります。こういった

１枚物ですけれども、ちょっとこれ見えないと思いますけれども、ホームページで

ダウンロードできると思いますけれども、こういった１枚物で、これ１枚で寄附金

によるお礼が一覧で見られます。また、寄附金額の設定も載っていて、設定金額で

お礼品も選べるように、設定金額ごとにお礼の記号と番号が載っています。という

ことは、寄附金額をふるさとチョイスで申し込めば、その金額に応じてお礼品をこ

のリスト１枚から選べて寄附、ふるさと納税はクレジットで決済できるため、年何

回分でも寄附したくなるという、大変便利ですばらしいシステムです。 

    ちなみに、軽米はふるさと納税ホームページを開いてみれば、こういうふうにと

ってありますけれども、これを見たときに非常に無駄なスペースが多く、何回か画

面をスクロールしていかなければお礼品の全てを見ることができません。また、お

礼品の全てを見るためにはＡ４判で１０枚も必要になります。やっぱりこういった

先ほどの二戸市みたいな一覧表があれば非常に見やすいと思います。そして、この

お礼品も単品で載っていて、商品名だけで商品の説明もないために、あっ、これが

欲しいといったふうな気になりません。やっぱりこういうふうに見ただけでも欲し

くなるようなということが大事ではないかなと思います。 

    金額の設定にも問題があるのでは。軽米の場合１万１，０００円から３万円まで

というようなことですけれども、１万１，０００円からというのは何なのでしょう

か。できれば１万円以上３万円未満、そういうほうがなじみやすいと思いますけれ

ども、そういった設定。 
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    あとそれから、金額の設定ですけれども、できれば本当は１万円以上、１万円以

下、５，０００円以下、その辺はまたこれから考えなければいけないと思いますけ

れども、そういった余りちっちゃな金額はまず必要ないのかなとも思われますが、

検討してはいかがでしょうか。 

    また、３万１，０００円以上の場合は２セット、５万１，０００円以上の場合は

４セット、１０万１，０００円以上の場合は６セットとありますが、そういったセ

ットではなくして、やっぱり設定金額ごとにお礼品を用意すべきだと思いますが、

いかがでしょうか。例えば軽米牛を使うとか、有機栽培米、里のめぐみというのも

あります。そういったところも少し検討してみてはいかがでしょうか。 

    ふるさと納税サイトふるさとチョイスの活用は必ず必要です。そして、それを参

考にすれば、１つの画面に載る情報量の違いがわかり、お礼品を選択しやすい工夫

がわかると思います。 

    次に、八戸市の取り組み、使い道ですが、八戸市ではお礼品の金額設定や品目は

多くありませんが、選べる使い道の選択肢が３２項目あり、ホームページで項目を

クリックすると担当する課のページに行き、詳細がわかり、役所が総力を挙げて取

り組んでいることが伝わるということです。このように八戸市の場合は使い道を３

２項目から選べるということで、納税する人の目的に合った項目に寄附できるとい

う、納税する人が応援したくなる、本当の意味でのふるさと納税かもしれません。

軽米町も本当の意味でのふるさと納税がしたくなるような使い道を考えてみてはど

うでしょうか。 

    次に、マニアのファンのすごさということで、茨城県の大洗町では昨年度の寄附

は７３６万円だったのが本年度は１２月の１カ月だけで１億６，０００万円を超え

る申し込みが舞い込んだということです。「ガルパン効果？茨城県大洗町ふるさと

納税急増。１２月だけで１億６，０００万円」という掲載で、これは同町を舞台に

した人気アニメ「ガールズ＆パンツァー」、ガルパンという名前だと思うのですけ

れども、ガルパンのグッズなど２３０品目をお礼品に加えたところ、申し込みが急

増したということです。このようにマニアのファンのすごさがわかります。軽米で

も全国に通用する軽米ブランド「ハイキュー !!」の聖地を生かすことを考えてみて

はどうでしょうか。 

    やるべき課題は明確で、先進事例を参考にして改善するだけです。軽米は、チャ

ンスを逃さない行動力とスピードが少し足りないと感じます。このような現状を職

員が把握していないとは考えられません。あとは町長のやる気、決断力と指導力だ

と思いますが、いかがでしょうか、町長。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 
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〇町長（山本賢一君）  本当にまたさらに追加して、詳細にわたりましてご提案大変あり

がとうございました。いろんな事例もあると思います。県内でも西和賀町さんとか

かなり実績上げている町村もございますし、そういった情報等を的確に捉えながら、

軽米に合った方法を検討しながら実践してまいりたいと思っております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦 求君） ７番、茶屋隆君。 

             〔７番 茶屋 隆君登壇〕 

〇７番（茶屋 隆君） 私は、正直言ってインターネットが苦手で、ほとんどできません。

そういった私たちの年代のためにも、またふるさと納税をしっかりと理解していな

い人のためにも、緻密なＰＲ活動も必要と思います。イベント等があるたびにチラ

シと振込用紙を持ってお願いするのも一つの方法だと思います。再度軽米ブランド

「ハイキュー!!」の聖地を生かすことをお願い申し上げまして、次の質問に移りま

す。 

    それでは、２点目、町内町道の舗装、通学路の整備について２点お伺いします。

最初に、町内の町道で舗装されていない道路、例えば平成２４年６月に請願書が出

され採択された町道保育園脇線、また自宅の前を個人で平成２５年５月に舗装され

た町道門前萩田線等、このほかにも何路線かあり、今まで何度も質問し、その都度

検討するということでしたが、どのように検討されたのか。また、それらの道路の

舗装は現在どのような計画で進められているのかお伺いします。 

    次に、Ｂ＆Ｇスクールバスの駐車場前の道路、町道本町徳楽寺線には歩道もなく

狭いため、通学路として非常に危険と思いますが、道路を拡幅し、歩道が必要と思

いますが、どのような計画で進められているのかお伺いします。 

    以上２点、よろしくお願いします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 茶屋議員の町内町道の舗装についてのご質問にお答えいたします。 

    平成２５年４月１日現在の岩手の道路現況資料から、二戸管内及び近隣市町村で

ある洋野町を含め、５市町村における他の市町村道舗装率は平均で４７．６％であ

ります。二戸市が３８．８％、一戸町が５５．９％、九戸村が６５．４％、洋野町

は３６．１％、軽米町は６４．２％となっております。町道の未舗装道路につきま

しては、幅員が狭く、起債事業等の導入が困難な道路が多く、町単独で進めていか

なければならないことから、緊急性、財源確保等、総合的に検討しながら計画的な

整備を検討してまいりたいと考えております。 

    また、請願書等が提出された路線につきましては、財政状況を踏まえ、緊急性等

を考慮し、道路整備を進めておりますが、未着手箇所につきましては今後も地権者



- 42 - 

及び周辺住民と整備に向けた説明会等を重ね、早期着手できるよう進めてまいりた

いと考えております。 

    次に、通学路の整備についてのご質問にお答えいたします。通学路の整備であり

ますが、軽米地区である軽米小学校通りの町道蓮台野勘丁線、町道萩田１号線、町

道岩崎外川目線、観音林地区である観音林前谷地線における歩道整備は既に完了し

たところであり、平成２８年度から小軽米地区である下小路保育所線の歩道整備工

事を実施する予定であります。通学路の安全対策につきましては、平成２７年５月

に教育委員会で軽米町通学路安全推進会議を設立し、軽米町通学路交通安全プログ

ラムを策定したところであります。今年度においては、昨年１１月に合同点検を実

施して対策等について検討したところであります。 

    また、Ｂ＆Ｇの冬期間におけるスクールバス臨時駐車場前の町道本町徳楽寺線で

ありますが、現在歩道整備の計画はありませんが、凍上により既設側溝に傾いてい

ることから、平成２８年度側溝修繕を予定しているところであります。通学路の安

全対策につきましては、交通形態等を検討しながら、また軽米町通学路安全推進会

議等で協議し、通学路の安全対策を進めてまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦 求君） ７番、茶屋隆君。 

             〔７番 茶屋 隆君登壇〕 

〇７番（茶屋 隆君） それでは、再質問いたします。 

    平成２８年度の予算書を見れば、町内の中で新しく計画される道路、歩道の整備

は、町道下小路保育所線の道路改修、歩道整備工事の１カ所だけです。また、軽米

町過疎地域自立促進計画では、町道鎌屋敷線、１路線の改修、舗装が計画されてい

ますが、その他の路線は計画に入っていません。その他の路線は、今後の計画の中

で進められていくと思いますが、それぞれ町民は自分の家の前の道路の改修を一日

も早くやっていただくことを望んでいると思います。予算的に優先順位等はあると

思いますが、効率的に計画性を持って実行していただきたいと思います。 

    今後は非常に高齢化が進み、ひとり暮らしの方、高齢者だけの世帯が多くなって

いくのは現実の問題です。そういったときに、急にぐあいが悪くなり、救急車が必

要だ、火災で消火のために消防自動車が必要だといったときに、道路が狭く緊急車

両が入っていけない。特に大雪のときなどは除雪の問題もあり、そういった一朝有

事のときの対応等も考えれば大変なことです。今軽米町では、県内ではまだ４市町

村しか計画を立てていない弱者避難計画書を他町村に先駆けて作成しました。しか

し、それがしっかりと実施されるためにも、道路の整備は必要不可欠です。そのた

めにも、これから５年、１０年先を見据えて、各課で連携し、総合的に判断し、計

画を進めていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 
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    また、Ｂ＆Ｇスクールバス駐車場前の道路ですが、本町徳楽寺線は小学生、中学

生、高校生の通学路として非常によく使われている道路です。特に最近は通学に徒

歩だけでなく車での送り迎えがふえており、朝の通学時間帯は車の通行量が非常に

多くなっています。特に昨年から中学校の統合によりスクールバスの台数がふえ、

時間帯は少しずれるかもしれませんが、マイクロバスとのすれ違いで非常に危険で

はないかと心配されます。早急に改修、歩道の整備が必要と思われますが、いかが

でしょうか。 

    幸いにいたしまして、平成２８年度、平成２９年度で町道下小路保育所線の改修、

歩道整備が計画されているみたいですので、その後続けてＢ＆Ｇのスクールバスの

駐車場前の道路、本町徳楽寺線を整備し、そしてできれば中学校へ通じる道路も整

備、歩道等も整備すれば、小学校、中学校ともに安心して通学できると思いますが、

どうでしょうか、町長。 

〇議長（松浦 求君） 地域整備課長、新井田一徳君。 

             〔地域整備課長 新井田一徳君登壇〕 

〇地域整備課長（新井田一徳君）  先ほど茶屋議員から再質問のございましたことについ

てお答え申し上げます。 

    いずれ財政状況を踏まえながら、緊急性、それから特定財源等の優遇を考慮しな

がら、そしてまたかつ用地的な部分をクリアし、協力いただける等の見通しが立ち

ました路線等を計画に追加しながら進めてまいりたいというふうに思っております

ので、今後ともご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

    終わります。 

〇議長（松浦 求君） ７番、茶屋隆君。 

             〔７番 茶屋 隆君登壇〕 

〇７番（茶屋  隆君） 確認ですけれども、私もしかすれば予算書の見違いかもしれませ

んけれども、保育所線の部分ですけれども、あれは軽米でなく小軽米の間違いかな、

私の見間違いかな、もしかすれば。はい、わかりました。では、訂正させていただ

きます。 

    いずれにいたしましても、道路整備は今後の高齢化社会に対応していくための喫

緊の課題と思います。これからは十分に検討し、計画性を持って実行するよう進め

ていただくことをご要望申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇２番 中 村 正 志 議員 

〇議長（松浦 求君） それでは、次の質問者に移ります。 

    ２番、中村正志君。 
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             〔２番 中村正志君登壇〕 

〇２番（中村正志君）  ご指名いただきました中村正志です。私からは、３項目について

一般質問させていただきます。 

    まず第１点目といたしまして、再生可能エネルギー推進と雇用創出、町民周知に

ついてお願いいたします。再生可能エネルギーの推進、特にも太陽光発電事業に関

しては、これまで毎定例会の一般質問及び特別委員会で常に話題になっており、町

長は説明し尽くしているとお考えのことと思います。これまでの経過説明と重なる

ところもあるかもしれませんが、私自身不勉強であることを認めながら、わからな

い部分をお聞きしたいと思います。 

    今年度も３月を迎え、平成２７年度も残すところ１カ月足らずとなりました。今

年度新設されました再生可能エネルギー推進室においては、平成２７年度を総括し、

新たに平成２８年度への事業推進に向けて多忙な事務に追われていることと思いま

すが、これまで再生可能エネルギー推進における太陽光発電事業に関しまして、新

聞などで町民に報道されていることと思いますが、内容変更などの情報も入ったり、

町民の中では太陽光事業はどうなっているのかと聞かれることがたびたびあります。

山本町長が最重要施策として位置づけているだけのことはあり、町民の関心度の高

さを感じております。そして、町民の中ではいろんな情報が錯綜し、それがうわさ

としてそれぞれの観点でお話しされているのではないかと思います。当初の計画は

あくまで計画であり、地権者との交渉や地質調査などで縮小、拡大など変更しなが

ら、一つの事業計画を確定していくものと思います。 

    昨年９月定例会で提出されました資料の中から、これまでの再生可能エネルギー

事業の誘致、推進に係る軽米町のこれまでの取り組み経過においては、ことし４月

に完成予定とされている晴山地区の鶏ふんバイオマス発電施設については、平成２

５年３月から平成２６年３月までに４回地域説明会を行っております。太陽光発電

に関しましては、それぞれの予定されている地区ごとに５０回以上の地権者への説

明会、そして勉強会など、民間事業者の方が行っているようです。当然当事者であ

る地権者の方々の同意なしでは事業が進められないのですから、このことは特に問

題にすることではありません。 

    私がお聞きしたいのは、民間事業者が実施主体であるかもしれませんが、大規模

であり、特に山本町長の最重要施策である再生可能エネルギーの推進について、全

町民にお知らせする手だてはないのかということです。昨年３月定例会での一般質

問の記録を見たところ、質問者の「町民に対する情報提供が必要であり、広報紙で

の特集を提案する」に対しまして、町長は「計画変更もあるので、決まった段階で

お知らせしたい。特集は検討したい」と答弁しております。広報紙は、何でも完結

されたものだけを掲載するものではないと思います。町民の方々に考えてもらいた
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いこと、関心を持ってもらいたいことなど、問題提起し、町民と行政が一緒になっ

て取り組んでいく手段として有効な情報媒体だと思います。町民と行政とのキャッ

チボールの役割を果たす重要なものです。 

    昨年９月定例会では、課設置条例が提案され、いろんな議論がなされた結果、再

生可能エネルギー推進室の設置が決まりました。議会報では、議案可決として再生

可能エネルギー推進室設置を掲載いたしました。また、このことは新聞紙上でも詳

細に掲載されております。しかし、町の広報紙ではいつになっても掲載されない。

初代の再生可能エネルギー推進室長の人事も、町では公表されていないのです。 

    私は、さきの定例会の一般質問において、町民への情報提供の少なさを指摘し、

広報紙での情報提供を提案させていただいたところですが、私の提案に対する答弁

はどうなったのでしょうか。山本町長がいろいろ町民の利益になることを考えて多

様な事業を行っても、そのことを町民が理解しないことには町の活性化につながら

ないと思いますが、いかがでしょうか。町の広報活動の重要性を再確認していただ

きたいと思います。 

    これらのことを含めて、これまでの再生可能エネルギー、特に太陽光発電事業に

係るこれまでの経過と計画変更も含め、そして最新情報もあわせて、町民の方々が

理解しやすい内容でご答弁をお願いします。 

    また、昨年の施政方針演述の中で、これらの施設は環境学習の場や交流人口の拡

大等も期待され、町の活性化にも寄与する取り組みとなるようしっかりと推進する

と言っておりますが、いまいち私、理解のイメージが湧かないところです。環境学

習については、二酸化炭素削減など学校教育の中で扱われるものと思いますし、軽

米町の小中学校にも太陽光また地中熱利用など、再生可能エネルギー活用の施設も

整備されております。ただし、太陽光施設において学習の場や交流人口の拡大につ

ながるということには理解しがたいところがありますので、どのような内容が想定

されているのか、具体的にお伺いしたいと思います。 

    次に、これまで山本町長は再生可能エネルギーにより雇用創出が期待でき、バイ

オマス発電で２０人以上、太陽光発電施設の管理などで２００人以上の雇用が見込

まれると言っておりますが、バイオマス発電の雇用２０人以上ということはある程

度予想できるのですが、太陽光発電施設における２００人以上の雇用について、町

長が公約で言っております１００人規模の雇用創出と町民所得２０％アップの実現

につながるのか、理解しがたいところがありますのでお聞きしますが、太陽光発電

施設における雇用の職種内容はどのようなものなのか、一家を支えるだけの所得が

期待できるのかということです。もし一家を支えるだけの所得確保があれば、人口

減対策としての移住人口の増を望めるのではないかと期待したいのですが、いかが

でしょうか。 
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    以上、前置きが長くなりましたが、再生可能エネルギー推進のこれまでの経過と

最新情報をわかりやすく、そして広報紙掲載で町民理解を図る考えはあるのか、交

流人口の拡大等のイメージ、そして雇用創出で移住人口は見込めるのかについて質

問させていただきました。 

    なお、通告しておりました移住人口増に関連した内容につきましては、再質問で

お願いしたいと思います。 

    以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  中村議員の再生可能エネルギー推進と雇用創出、町民周知につい

てのご質問にお答えいたします。 

    初めに、再生可能エネルギー推進の経過と最新情報についてでございますが、農

林漁村再生可能エネルギー法に基づく再生可能エネルギーの設備整備計画の進捗状

況でございますが、晴山地区に建設が進められている鶏ふんバイオマス発電施設に

つきましては、平成２６年９月に着工し、現在工事は発電設備を覆う建屋建設工事、

ボイラー、タービン等の設置工事が進められており、工事は順調に進み、本年５月

に完成する予定となっております。その後、試運転等を行いながら、９月には事業

開始する予定となっております。 

    山内地区の軽米西ソーラーにつきましては、県に対して行っていた林地開発にか

かわる設備計画の同意協議に対する同意通知が昨年１２月２１日にあり、町では再

生可能エネルギー推進協議会において、同意された計画に基づく内容の一部変更に

ついての協議承諾をいただき、本年１月８日に設備整備計画の認定をしたところで

あります。今後４月以降、工事に着手する予定となっております。 

    軽米東ソーラーにつきましては、林地開発の手続に向けて県等との事前の打ち合

わせ等を実施しているところであります。平成２８年中の設備整備計画の認定に向

けて、林地開発手続等の準備を進めているところであります。 

    小軽米地区の軽米西山発電所につきましては、昨年１０月末に県から農地転用の

許可があり、本年８月から９月ごろの稼働に向けて、現在施設整備のための立木伐

採の準備を進めているところであります。 

    米田地区の軽米尊坊発電所につきましては、林地開発の手続に向けて現在県等と

の事前の細部打ち合わせを行っており、平成２８年中の設備整備計画の認定を目指

して準備を進めているところであります。 

    高家地区につきましては、東北電力に対して接続系統連系の申請をしておりまし

たが、本年２月１日付で連系承諾があり、２月２７日には地権者の皆様に対する事

業説明会を開催したところであります。今後は、平成２８年中に航空測量、ボーリ
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ング調査などを実施し、平成２９年内の林地開発等の許認可手続を進める予定とな

っております。 

    次に、再生可能エネルギー推進による環境学習の場や交流人口の拡大への期待に

ついてでありますが、地球温暖化が世界的にも大きな課題となっている中で、二酸

化炭素の排出削減や化石燃料にかわるエネルギーとして、バイオマス、風水力、太

陽光などの再生可能エネルギー導入が重要視されております。特にも東日本大震災

による福島原子力発電所の事故により、再生可能エネルギー導入への機運が高まっ

たところであります。当町に計画されております再生可能エネルギー施設のバイオ

マス発電施設やメガソーラー施設は、こうした二酸化炭素の排出削減や化石燃料に

かわるエネルギーとして、環境学習等の活用が期待されるところであります。また、

鶏ふんバイオマス発電施設は国内では九州地区以外では初めての施設であり、鶏ふ

んを活用した地域資源循環の取り組みとなることから、全国から見学や視察などで

当町を訪れるなど、交流人口の拡大につながるものとなるよう期待しているところ

であります。 

    次に、雇用創出に関するご質問でございますが、一般的に太陽光発電事業の維持

管理は比較的容易であるとされておりますが、当町のメガソーラー事業はほとんど

が林地であることに加え、事業規模も相当なものとなることから、施設の維持管理

面における新たな雇用が発生するものと考えております。想定される業務内容とし

ましては、鶏ふんバイオマス施設においては、施設維持管理者、作業員など１５人

から２０人程度の雇用が予定されているところであります。また、太陽光発電施設

関係においては、現段階では明確ではありませんが、各発電所ごとに電気主任技術

者を数人程度、太陽光パネル設置区域の草刈り、パネルの清掃などの維持管理のた

め１００人程度の雇用が見込まれているところであります。 

    なお、事業計画地の造成、施設設置工事につきましては、事業主体となる発電事

業者が工事施工者との請負契約などにより施工すると見込まれますが、先行してお

ります山内地区の発電施設の整備を行う請負業者においては、技術者や作業員は一

定のグループや班編成などで全国を回り、作業内容に合わせてそれぞれ現場に宿泊

するなどにより作業に従事しているとのことであり、住所地の移動までは行ってい

ないのが一般的な実態ということであります。したがいまして、今後計画されてい

る太陽光施設整備が順次進んでいく中で、作業関係者の町内への一時的な居住によ

り人口の増となるわけでありますが、永続的な移住までには難しいのではないかと

考えております。 

〇議長（松浦 求君） ２番、中村正志君。 

             〔２番 中村正志君登壇〕 

〇２番（中村正志君）  これまでの太陽光発電等の経過につきましては、順調に進んでい
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るのかなというふうな感じを受けましたけれども、いずれ今私の一番聞きたかった

のは、それらをどのような形で町民の方々に周知できるのかと、やるのかと。だか

ら、毎回定例会で各同僚議員等も質問等されておりますけれども、議会の議論はあ

るのですけれども、この議論がどこまで町民の方々に伝わっているのか、その辺が

ちょっとまだ疑問なところがあると。新聞なんかではいろいろと記事として書かれ

るのですけれども、新聞はやはりニュース的な部分としてどんどん書かれるかと思

うのですけれども、きちっとした、現時点ではこういう状況になっていますよ、ま

た再生可能エネルギーの利点はこういうものだよと、再生可能エネルギーを理解し

てもらうということも非常に大事なことではないのかなと。当事者ではそれぞれ説

明を受けていますから、それはそれでいいのですけれども、それ以外の方々もかな

り関心をお持ちの方が多いと。その辺のところをやはりもっと考えて、広報活動を

お願いしたいということをお願いしたいと思います。それがまず大きな、もう一度

再質問させていただきたいと。 

    次に、先ほど移住人口等の関係で私お話しさせていただきました。先ほどのお話

の中で、雇用の関係の技術者等の方々は全国を回る。一つの専門的な方々をその会

社で雇用して、町民というよりはその会社の社員として、それぞれの施設をどんど

ん巡回しながらやるということなのかなというふうに聞きました。軽米町の町民の

方々は、どちらかというと管理的な部分の中でどの程度の所得が見込まれるのかな

と、その辺のところがちょっと知りたい部分もあるのかなと。 

    次に、移住人口、人口減対策を町でも行っているわけですけれども、それにあわ

せましてちょっとお話しさせていただきたいと。人口減対策は、日本全国、全市町

村において計画策定されており、いかに減少対策に取り組むか、知恵比べが行われ

ていることと思いますが、先ほどの太陽光発電事業においての雇用、職種内容、給

与によっては移住人口の増につなげられないのかということを考えてみたわけです

けれども、そこでまた関連いたしまして、別な観点で。例えば役場職員の採用条件

に現在は年齢制限が設けられています。基準はどのような観点でなっているのかわ

かりませんが、かつては役場は、昔私らのころであれば２３歳ぐらいだったと思い

ます。大学卒業者であれば、卒業後１年以内しか受験資格がございませんでした。

現在は年齢幅が広くなり、多分３４歳までが年齢制限になっているのかなというふ

うに見ておりますが、年齢制限の基準の考え方はどのようになっているのでしょう

か。また、年齢制限、枠が広くなることは歓迎したいと思いますが、移住人口を考

えるとき、軽米町民とは全くかかわりのない人が軽米町の魅力を感じて移住してこ

られる方はそれはそれで大歓迎したいと思います。 

    もう一つ、軽米町に親と離れて町外で生活をし、世帯を持って暮らしている方も

数多くありますが、よく町民の中で聞く話の中に、軽米町に仕事があれば帰ってき
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て、親の面倒を見ながら軽米で暮らしてもいいのだがというお話をする方々があり

ます。多分直接お話しされなくても、同様に考えている方々の親世代の町民の方々

も数多くおられるのではないでしょうか。町外で仕事をしている方々は、それぞれ

職種は多様だと思いますが、結婚して子供もおり、ある程度の所得がなければ軽米

町に帰ってきても生活ができないと考えている人たちがほとんどではないでしょう

か。役場職員も年齢構成がいびつな状況になりつつあり、３０代後半から５０代前

半が極端に少ない状況であります。なおかつ、このまま３４歳以下だけの職員採用

では、いつまでたっても役場の正常な職員構成は望めないのではないでしょうか。 

    私がさきに一般質問したときに、選考採用も考えてもいいのではないかと提案さ

せていただきました。民間会社でそれなりの研修も受け、将来の役場におけるリー

ダーと見込まれるのであれば、年齢制限を撤廃して、選考採用も適用してもいいの

ではないでしょうか。ただし、妻帯者であり、子供がいるという条件つきを設けて、

移住人口増につなげるという方法もあるかと思います。 

    また、次に子育てにかかわる女性の社会復帰という観点で提案いたします。女性

の中には、結婚し子供ができたからということで、今まで勤めていた仕事をやめて

家事に専念し、子供の成長により外で働きたいと思ったときには年齢制限があり、

限られた職しか選べないという女性もおられるのではないでしょうか。山本町長は、

子育て支援ということで、３地区の常設保育園整備や保育料の減免、児童クラブな

ど、子育てしやすい環境が整いつつあります。しかし、今以前の４０代以上の方々

のときはどうだったのでしょうか。役場に限らず、せめて役場に関係する機関にお

いても年齢制限を撤廃し、どの年代の方々も応募できるようにし、移住人口の増と

子育てにかかわる女性の社会復帰につなげてはいかがでしょうか。 

    以上、再質問といたします。よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  続きまして、町職員の受験年齢の制限撤廃につきましてのご質問

にお答えいたします。 

    議員ご承知のとおり、行政改革により一時期職員採用を抑制したことなどもあり、

町職員の年齢構成は３０代から４０代の職員が少なく、いびつな状況となっており

ます。このことから、新規職員の採用に当たりましては受験年齢の上限を上げるな

どの取り組みを行ってきたところであります。しかしながら、依然として職員構成

の改善が図られていないことから、年齢制限の設定も含め、多様な職員採用の方法

を検討してまいりたいと考えております。 

    次に、町民に対する広報活動についてでございますが、再生可能エネルギーの取

り組みにつきましては、先ほど進捗状況で申し上げたとおり、事業者の具体的な事
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業計画が確定していない状況であり、これから林地開発等の手続を進めていく中で

確定されてまいりますことから、全体的な実施計画などが確定し、説明できる段階

において町民の皆様に広くお知らせしてまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦 求君） ２番、中村正志君。 

             〔２番 中村正志君登壇〕 

〇２番（中村正志君）  職員の採用の年齢制限撤廃については、これからいろいろな状況

の中で検討いただければいいかなと、私のほうからは一つの問題提起としてお話さ

せていただきたいと思います。 

    ただ、昨年のここの場でもお答えしたとおりの広報活動、事業が確定してからと。

私先ほどもお話ししましたけれども、だから計画そのものだけではなく、再生可能

エネルギーとは何ぞやとか、そういう部分からでもいいのではないのかと。やはり

そういう部分の中で、例えば最近であれば遠野市でも国内最大の太陽光発電の事業

が来ていると、それに対して遠野市長は反対の姿勢を示すとかというふうなお話も

あったり、また売電価格が年々低下してきていると、そういうふうなお話もあるわ

けです。あとまた、太陽光については各家庭においても太陽光を導入してやってい

る方もおられますし、また今後それを導入したいと、しようかなと思っている人た

ちもいるのではないかと。そういうふうに再生可能エネルギーというふうなことに

関して興味を持ってもらって、町民みずからもそういう行動を起こしていくという

ためにも、やはりそういうふうな知識等も町として提供する必要はあるのではない

のかなというふうに考えますので、ぜひその辺のところを広報活動として考えてい

ただきたいなというふうに思います。お願いして、ここの部分については終わらせ

ていただきます。 

    次に、第２点目の質問に入らせていただきます。第２点目の質問項目は、産業廃

棄物等最終処分場建設計画の反対運動について質問させていただきます。産業廃棄

物等最終処分場建設計画については、山本町長の施政方針演述にもあり、株式会社

アルバ環境開発の建設計画に係る事前協議が昨年１２月３日に不調となったが、ア

ルバ環境開発は断念せずに、１２月２５日に岩手県に対して建設設置許可申請書を

提出したが、軽米町としては引き続き事業者の動向を注視しながら、八戸市、洋野

町と連携しながら建設阻止、反対の立場を訴えていくと、町民にとっては心強い決

意表明だったと受け取られたと思います。また、昨年１２月定例会での政務報告に

おいても、一昨年１２月の事前協議再提出から昨年１１月の晴高地区生活環境を守

る会主催の建設阻止に向けた住民総決起集会開催までの経過を報告いただいており

ます。そして、軽米町議会においても、昨年１２月定例会において建設計画反対の

意見書を満場一致で可決し、岩手県知事及び関係部長等に提出させていただいてい
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るところです。このことは、軽米町議会として２回目の行動となりました。産業廃

棄物等最終処分場建設計画については、軽米町も軽米町議会も反対の姿勢を明確に

しているところです。 

    このことについては、特に何も問題とすることはありませんが、今回私は反対運

動を展開している晴高地区生活環境を守る会の住民サイドの立場において質問させ

ていただきたいと思います。晴高地区生活環境を守る会は、平成２１年２月に結成

し、晴高地区を中心に反対運動を展開してきておりますが、それから８年目を迎え、

最終局面の時期に来ていると思いますが、産業廃棄物等最終処分場の建設について

晴高地区以外の町民の方々はどのようにお感じになっていることでしょうか。平成

２１年５月には、晴高地区の方々が中心となって軽米町民へ署名活動を行い、７，

４３６人の町民の賛同を得て、岩手県知事、岩手県議会議長宛てに反対要望を提出

しているとのことです。当時７，０００人余りといえば、全町民の約７割の方々か

ら署名をいただいたことは、軽米町全体が建設計画反対であるということと言える

と思いますが、それにもかかわらず事業者は２回も事前協議書を提出し、不調の結

果になったとしても、なおかつ許可申請を提出されたということは、今後は晴高地

区の方々だけの反対運動ではなく、軽米町全体での反対運動の組織を構築していか

なければならないときだと思うわけですが、７，０００人余りの署名の賛同を得て

から６年余りを経過しようとしております。町民の中には、このことはもう既に終

わったのではないのかと思っている方々も多いのではないかと思います。いま一度

これまでの経過を全町民にお知らせし、全町民での組織の必要性を理解してもらう

手だてが必要であると思います。これまでの経過、町の対応などを整理し、まとめ

て説明いただき、今後さらに町民理解を図るべきと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

    また、八戸市と洋野町との連携が絶対不可欠だと思います。町長は、八戸市長、

洋野町長と協議されているようですが、連携するためにどのような協議がなされて

いるのかお伺いしたいと思います。これまでの状況を見ると、八戸市、洋野町もい

まいち積極性に欠けるのではないかと感じるのですが、首長のトップ会談の中での

状況をお知らせ願いたいと思います。 

    最後になりますが、これまでは晴高地区が中心となっての反対運動が行われてき

たわけですが、今後は町全体での運動を展開していく上において、町としての支援

体制をどのように考えているのかお伺いしたいと思います。 

    晴高地区生活環境を守る会は、地区内における寄附金等を収入として活動してお

り、今はそれらも底をつき、現在は赤字の状況であるとのことです。反対運動も最

終局面と想定し、反対ののぼりを町内各所に掲げ、新聞広告や鉢巻き購入など、活

動費はマイナス会計となっているとのことです。住民運動に対して、町では今後ど
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のような支援を考えているのかお伺いします。 

    以上、町民理解を図るために、これまでの経過及び町としての対応状況、八戸市、

洋野町との連携協議の状況、そして住民運動に対する町の支援策についてお伺いい

たします。よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  中村議員の産業廃棄物等最終処分場建設計画の反対運動について

のご質問にお答えいたします。 

    まず、第１点目のこれまでの経過と対応状況について申し上げます。株式会社ア

ルバ環境開発による産業廃棄物等最終処分場建設計画は、平成２０年１０月３０日

に町に対して計画概要が説明されて以来、さまざまな反対運動が展開されておりま

す。しかしながら、事業者は県に対して循環型地域社会の形成に関する条例に基づ

き、平成２４年１２月２７日に産業廃棄物・一般廃棄物最終処分場計画の事前協議

書を提出し、平成２５年９月２４日に県より事前協議の不調の通知がなされたとこ

ろでありましたが、事業者は計画を断念せず、平成２６年１２月２２日に第２回目

の事前協議書を提出いたしました。平成２７年９月７日には、岩手県から町に廃棄

物処理施設等設置等協議事前協議について照会があり、同月２５日、県に対し当該

施設の設置等にかかわる生活環境保全上の支障はありと回答したところであります。

そして、平成２７年１２月３日には、岩手県から事業者に対して２回目となる事前

協議の不調が通知されたところであります。しかしながら、事業者は不調の通知を

受けてもなお計画を断念せず、同年１２月２５日に県に対して廃棄物の処理及び清

掃に関する法律に基づき、廃棄物処理施設設置許可申請書を提出したというのが現

在までの状況であります。 

    また、これに関連した町の対応といたしまして、平成２５年９月２日を第１回目

として住民勉強会を開催しており、平成２７年１０月１９日開催の第７回軽米町住

民勉強会では、これまでの動きと今後の活動について共通認識を深めたところであ

ります。さらに、同年１０月２６日には産業廃棄物・一般廃棄物最終処分場建設計

画にかかわる反対要望のため、軽米町、洋野町及び八戸圏域水道企業団と合同によ

り、岩手県知事、岩手県議会議長並びに岩手県議会各会派に対し要望書を提出した

ところであります。この要望書提出の際には、町民２６名も同行しております。な

お、同年１１月２９日には晴高地区生活環境を守る会が主催となり、早渡地区最終

処分場建設阻止住民総決起大会が旧晴山中学校で開催され、町民や八戸市民など約

２００名の参加がありました。 

    町及び議会といたしましても、これまでも県に対し建設反対の要望書、意見書を

提出してきたところであり、建設阻止を最重要な問題として捉え、今後とも岩手県
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への情報開示請求等を通じて、廃棄物処理施設設置許可にかかわる審査状況及び事

業者の動向を注視してまいります。 

    また、引き続き住民勉強会等を通じて今後の活動について町民の共通認識を深め

るとともに、洋野町及び八戸圏域水道企業団とも情報交換に努めることといたしま

す。 

    第２点目の八戸市、洋野町との連携協議の状況についての質問でありますが、八

戸市、洋野町とも最終処分場計画地の下流に位置する世増ダムから水道用水を取水

していることから、計画当初から反対の意向を示し、情報交換を図りながら、これ

まで連携して行動をともにしてまいりました。具体的には、平成２４年８月２９日、

平成２５年６月１４日、さらには昨年１０月２６日に軽米町、洋野町及び八戸圏域

水道企業団と合同により、合計３回となる反対要望書を県等に提出しております。

また、昨年１０月１９日に第７回軽米町住民勉強会を開催した際は、八戸市と洋野

町からも参加があったところであります。今後も要望活動や住民勉強会等を通じて、

洋野町及び八戸圏域水道企業団とも情報交換に努め、連携を深めてまいりますとと

もに、八戸市や洋野町での勉強会の開催についても協議を進めてまいります。 

    第３点目の晴高地区から町全体の反対運動を展開していくための町の支援策につ

いてという質問でありますが、町といたしましては引き続き建設の阻止、反対の立

場を訴えてまいるところですが、最終的に建設阻止のためには住民が中心となった

反対運動、行動が一番重要と考えております。その団体として、晴高地区生活環境

を守る会が平成２１年に結成され、町議会や岩手県知事等に建設反対要望書を提出

しているほか、反対署名活動も展開し、岩手県知事に要望書とともに提出しており

ます。さらに、昨年１１月２９日には、晴高地区生活環境を守る会などが中心とな

って住民総決起大会を開催しており、反対運動の中心的な役割を果たしていると認

識しております。 

    晴高地区生活環境を守る会に対する町からの支援策については、今後町全体での

反対運動を展開していくため、最終処分場建設計画は晴高地区だけの問題ではなく、

地域全体の将来を見据えた環境保全を図るための問題として捉えることが重要であ

ると考えますので、引き続き住民勉強会等を通じて、反対運動の啓発活動及び情報

提供に取り組むとともに、町と住民が一体となった運動を展開してまいりたいと考

えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦 求君） ２番、中村正志君。 

             〔２番 中村正志君登壇〕 

〇２番（中村正志君）  これからの反対運動について、町全体で取り組んでいきたいとい

うふうなことをお話しされて、非常に心強く思っております。ただ、晴高地区生活
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環境を守る会の、実はおとといですか、土曜日に総会が行われました。そのときに

彼らのお話の中で、一番は今財政難であるということが非常に、今現在でももう２

０万円近くの赤字をしょっているというふうな状況で、それらをまた今後地区内の

方々に対して寄附をお願いしながら運動を展開しようというふうなことで進めてい

るようですけれども、私も今までの反対運動と町の対応の状況を見ているときに、

住民運動と行政とのかかわりがどのような形があればいいのかという、何かその辺

がいまいちしっくり来ていないなというふうなことをちょっと感じております。な

ぜならば、晴高地区の生活環境を守る会のほうで何かをやりたいといったときに、

お知らせ版の掲載はだめですよとか、反対運動ののぼりを掲げるときに役場の敷地

内は上げてはだめですよとか、住民運動を支えるべき町として、その辺の町として

の考え方がどうなのかをちょっとお聞きしたい。いろいろな制約といいますか、法

的な部分とかあるのかなというふうな感じもするわけですけれども、ただその辺を

いまいち生活環境を守る会のほうの方々もわからない状況の中で、だめだったらし

ようがないなという形で進めているわけですけれども、その辺のところをもう一つ

聞かせていただきたいと。 

    あと、もう一つは、実は私中学生と話をしているときに、中学生がこういうこと

を言いました。この反対運動、なぜ反対運動というのをやっているのですかと、そ

の生徒は晴高地区の人でしたけれども、ということを私に問いかけました。そんな

に私自身も勉強しているわけではないのですけれども、ここで言っている反対の理

由、１つ目は計画地が瀬月内川から約２５メートルしか離れていない、２つ目とし

て遮水工が絶対に安全とは言い切れない、付近に折爪断層がある、３つ目はお話は

しませんでしたけれども、いずれ安全ではないのだよと、それが汚染等されてしま

えば、将来どのようになるかというふうなことで、その辺でお話ししました。それ

は、晴高地区の中学生でしたけれども、もう一人別な地区の人がいました。その中

学生は、別な地区の人は、全くわからないと、関心があるとかなんとかというより

も、わからないでいる。そういうふうな面をいかにして町全体の人たちに、町民に

理解を図っていかなければならないのかなということを、何とか手だてを考えてほ

しいなと。第１回目の勉強会のときに齋藤徳美先生がその中で、私たちには生存可

能な環境を未来に引き継ぐ未来責任があるというお言葉をいただいております。晴

高地区だけの問題ではないのだということを町民全体に何とか周知いただきたいな

というふうに思いますので、今後よろしくお願いしたいと思います。 

    先ほど言った支援策についても、生活環境を守る会のほうは、やはりこれからは

法律の関係の部分が非常に大きくなっていくのだというふうな認識もされておりま

した。自分たちだけではその辺わからない部分が多いと、これからも勉強会等を引

き続き支援していただけないかというふうなお話もございました。今の答弁では、
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それを継続してやるというふうなお話ありましたので、一緒になって、寄り添って

いただきながら、これからも反対運動のほうを手助けしていただいて、またそれが

町全体に何とか広がるように行政指導をお願いできればなと思いますので、その辺

のところコメントがあればお願いしたいと思います。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  先ほども申し上げましたと思いますが、私、やはり地域全体の将

来を見据えた環境保全を図るための問題として捉えることが大変重要であるという

ふうに考えております。そういうことで、公共性、やはり安心、安全を未来永劫伝

えていく、そういった立場の中で町としてしっかりとご支援申し上げてまいりたい

と思っています。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦 求君） 今の質問終わりますか。 

〇２番（中村正志君） 一言お話しして、次に行きます。 

〇議長（松浦 求君） 暫時休憩をしたいと思いますが。 

〇２番（中村正志君） それでは、今の件で。 

〇議長（松浦 求君） 中村正志君。 

             〔２番 中村正志君登壇〕 

〇２番（中村正志君）  それでは、３回目になりますけれども、いずれ答弁いただくかど

うかはあれですけれども、最後にお願いしたいのは、そういう団体に対して町とし

て財政支援ができるのかどうか、その辺のところもちょっと、もし今お答えできな

いのであれば、ぜひ検討していただいて、住民運動を行っている人たちの財政負担

を軽減していただければなと。その辺が町全体で運動を展開する上においてぜひ必

要なことではないのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（松浦 求君） 総務課長、日山充君。 

             〔総務課長 日山 充君登壇〕 

〇総務課長（日山 充君） ３番目の財政支援のお話にお答えしたいと思います。 

    今回の住民運動等の団体に対する補助金につきましては、支出が適当かどうかと

いう問題につきましても現在検討しているところなのですけれども、町全体の方向

性に合ったものではあるのですけれども、意思決定の仕方といいますか、反対運動

の取り組み方法を決めているのが任意の団体の方々でございます。いずれその活動

方針自体については、私個人的には問題はないとは思っているのですけれども、そ

の辺もちょっと勉強させていただきながら検討してまいりたいと思います。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦 求君） 中村君、途中ですが、ちょっと休ませてください。 
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    それでは、３５分まで暫時休憩いたします。 

午前１１時２１分 休憩 

――――――――――――― 

午前１１時３５分 再開 

〇議長（松浦 求君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

    一般質問を続けます。 

    ２番、中村正志君。 

             〔２番 中村正志君登壇〕 

〇２番（中村正志君）  それでは、第３点目の質問項目、生涯学習の町宣言３０周年を迎

えての新たな生涯学習推進策について質問させていただきます。 

    軽米町は、昭和６２年４月に町づくりは地域づくりであり、人づくりである、産

業の振興も、教育、文化の振興も究極的には人が行うものであるという観点から、

人づくりに重点を置き、町政を推進するため、生涯学習の町を宣言しました。生涯

学習の町を宣言してから、平成２８年度は３０年目を迎えます。ちょうど節目の３

０年目に際し、いま一度軽米町の生涯学習のあり方を検証し、新たな軽米町の町づ

くりの指針を考える時期に来ているのではないかと思うわけですが、どのようなお

考えをお持ちでしょうか。 

    私も長い期間において生涯学習推進に携わってまいりました。宣言当時の軽米町

民の考え方は、必ずしも全てが賛成という雰囲気ではなかったと感じております。

今でこそ町づくりは人づくりという言葉は国民にも浸透しつつあるところですが、

宣言当時は反発する町民も多々あったように感じられました。ただし、生涯学習の

町を宣言するに当たり、当時の町長は、自分の町に対して自信も誇りもない町民の

心の過疎の脱却であり、町民の意識改革、そして職員の意識改革が生涯学習の出発

点であると言っております。このことについては、「生涯学習に命を燃やす」とい

う本に書いてあります。しかし、町民、そして職員の意識改革を進めることはなか

なか大変なことではなかったかと思います。現に山本町長も、職員研修として、民

間感覚を取り入れた庁内塾おりつめ未来塾から現在は軽邑塾を長年開設し、職員の

意識改革に取り組んでおられることは、軽米町の生涯学習の原点を継続されており、

大変うれしく思います。 

    生涯学習の町宣言当時は、特にも町長部局に生涯学習課を設置し、各種生涯学習

施策を展開し、全国にも例がないということで、全国から次々と視察に訪れました。

当時の記録をたどりますと、昭和６２年度は１１団体で１１９人、平成元年度は１

２団体で１７３人、平成２年度には２２団体で３５４人、平成３年度は１７団体で

２３４人という視察の多さには、今思えばすごいことだったと、軽米町民として誇

りに思っていいことだと思います。私たちが昨年１１月に視察した島根県邑南町も
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同様な状況で、それ以上かもしれませんけれども、１日に２回も訪問を受ける多忙

さであることでした。全国に先駆けてスタートした生涯学習の推進も、現在は教育

委員会事務局に担当が移管され、３０年を経過しようとしているとき、今までの流

れの中で前年踏襲主義で進めていっていいのか、いま一度３０年を総括し、時代に

合った新しい生涯学習推進策を考えるときではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

    山本町長は、全国生涯学習市町村協議会の副会長も務めておられ、生涯学習には

十分な理解と知識も豊富なことと思いますので、近年の全国の生涯学習の動向など

を踏まえ、山本カラーを打ち出し、新しい町づくり指針として考えられてはいかが

でしょうか。新たな指針への抱負を期待したいと思います。 

    そして、３０周年の節目を記念してのイベントも考えられてはいかがでしょうか。

さきの施政方針の中には、記念事業のことは触れられてはいなかったと思いますが、

これから先関係職員、機関等と協議しながら、町の課題解決のための事業を企画し

ていただけたらと期待するものです。そのときは、私も町民の一人として大いに協

力したいと思います。率先して駐車場係など裏方を務められたらと思っているとこ

ろです。 

    町長は、施政方針の最後に、冬の誘客事業として、冬の厳しい軽米を逆手にとり、

冬のにぎわいの創出と町中心部の活性化を目的とした新たなイベントを開催すると

言っておりましたが、内容はもう既に決まっているのでしょうか。私も、冬の軽米

には行事が少ないなという感じを持っておりました。各団体や個々の活動の中で冬

の行事は行っているようですが、軽米町としての冬の行事の定番がないのは寂しい

なと感じていた一人です。ぜひ実現していただきたいと期待するものですが、私か

ら参考に生涯学習と観光ということで提案させていただきたいと思います。 

    観光とは、光を観るということで、町の光、町の資源を情報発信し、客を呼ぶと

いう内容のことをこれまでの生涯学習講演会の中で何回かお聞きしました。生涯学

習３０周年記念イベントとして、観光というテーマの中でも企画できないかと思い

ますが、今現在企画中のイベントに生涯学習の町づくりの考え方を取り入れて考え

ていただくことも一つの方法かと思いますが、いかがでしょうか。 

    次に、生涯学習推進事業の個々の事業についてお聞きしたいと思います。今回は、

３つの事業について取り上げたいと思います。初めに、軽米町総合体育大会につい

てです。総合体育大会は、昨年で３７回を数えました。昭和５４年に体育協会主体

で、軽米小学校区の学区民運動会と町全域の小学校区対抗という形で町民体育祭が

始められました。私も当時、体育協会の一員としてプログラム等の事務を担当させ

ていただきました。同僚議員の中にも指導的立場でかかわった方もおられました。

当時この大会を実施できるまでの苦労は、並大抵なことではなかったと感じており
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ます。従来から１０月１０日の体育の日に開催されていた軽米小学校区民運動会と

同じ日に町全体の運動会をやりましょうという考えだったのですから、軽米小学校

区民運動会の役員の方々の反発は相当なものでした。何回も足を運び協議し、理解

いただきながら、何とか合同開催ということで、チーム編成は学区民運動会単位と

小学校区単位を基本として、プログラムも記録会的要素を多く取り入れての開催と

なったことが懐かしく感じられます。 

    その後、他町村の体育大会などを参考にしながら、野球や卓球などの競技も取り

入れての総合体育大会に発展し、昭和５９年には県民総参加スポーツ中央大会が軽

米町民体育祭として開催され、翌年に基準要綱などが作成され、大会が確立された

ものと思っておりますが、長く回数を重ねることにより、チーム事情や町民ニーズ

の多様化などにより少しずつ参加チームの減少に至ってきていることと思われます。 

    ただし、この総合体育大会はスポーツの振興のみならず、地域の活性化に大きく

寄与してきたことは評価したいと思いますし、地域づくりなくして総合体育大会は

成立しなかったのではないでしょうか。地域づくりの重要性をいま一度検証する必

要もあると思います。 

    これまで何回も見直しをされてきたことと思いますが、現状を見た場合、前年ど

おりでの次の事業開催ということは余りにも行政努力が足りないのではないかと思

います。私も、昨年、一昨年に体育協会の立場と地区民として参加させていただい

たときに、やはり今の状況ではこのまま同じ内容で継続すべきではないと感じてお

りましたが、平成２８年度も同様に開催するのではないかと想定するのですが、い

かがでしょうか。多分代表者会議で決まったことだからということで進めているこ

とだと思いますが、それだけでいいのでしょうか。課題解決の議論がなされている

のでしょうか。 

    平成２８年度は、いわて国体の軟式野球競技が１０月２日から開催され、職員の

多忙さも予想されます。昨年実施した日程に国体開催となり、町民体育祭は翌週の

１０月９日となるということですが、体育祭の日程も従来の体育の日からいつの間

にか１週間早まったり、ことしはまたもとに戻すなど、同時期に開催しているロー

ドレース大会の日程にも苦慮しているということもお聞きしました。私の考え方は、

今の町民体育祭は一旦白紙に戻して、白紙の状態で町のスポーツ振興、町民の健康

体力づくりに寄与できる内容を考えるべきではないかということを提案したいと思

います。これまで何回となく見直しをされてきたことだと思いますが、もう見直し

も限界ではないでしょうか。思い切った決断が必要だと思います。特にことしはい

わて国体に集中し、町民体育祭についてはことしは中止し、時間をかけて、白紙の

状態から平成２９年度事業を企画することを提案いたします。 

    体育祭以外の各種競技については、体育協会主体で進めることは可能だと思いま
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すので、各競技の開催は競技の普及もありますので、競技団体の積極的な対応が期

待できると思います。ただし、このことは私だけの考えかもしれませんので、今回

お聞きするのは町民体育祭の見直しの状況についてご答弁いただければと思います。

私が提言させていただいた内容については、現時点で答弁いただける分でよろしい

ですので、よろしくお願いします。 

    次に、２点目の新たな施設として、図書館や公民館の建設計画があるようですが、

ただ単に施設をつくりますよではないと思います。なぜ図書館が必要なのか、なぜ

公民館が必要か、必要性を明確にし、施設の内容を計画していかなければならない

と思います。まずは、軽米町の社会教育の現状を把握し、利用計画を設定し、大金

をかけて建設した施設が町の活性化の一助となるのかを見きわめながら、施設の建

設計画を考えなければならないと思います。確かに図書館も公民館も老朽化が激し

く、誰もが新たな建設計画を望んでいることと思います。イベントを開催して多く

の町民を収容できる大ホールの整備は、軽米町の長年の課題であったことは誰もが

認めることだと思います。 

    そこで、生涯学習行政がやらなければならないことは、利用、活用としてどのよ

うな内容が期待できるのかをきちんと想定していかなければならないと思います。

今現在公民館活動として活動している団体や、イベント、事業などを整理し、継続

的にさらに発展して活動できる行政支援を行わなければならないと思います。また、

新たなイベントして期待できるものはないかなど、各課の横の連携を深めて、情報

を交換し、ソフト事業の集約を図り、効率的な施設活用を考えていく必要があると

思いますが、これまでの公民館等の建設計画のことが、生涯学習関係団体等に建設

計画の情報が伝わっていないのが現状ではないでしょうか。百人委員会での情報収

集ということが昨年からの多い答弁ですが、必ずしも百人委員会が町民の声を全て

代弁しているわけではないと思います。百人委員会は、条例ではなく、要綱によっ

て設置された委員であり、各課には法により条例で定め、町が委嘱している各種委

員もいると思いますので、順番を間違わないように、多くの町民の声を反映させて

いただきたいものです。いずれハード事業の前にソフト事業を念頭に入れて建設計

画を進めていただきたいと思いますので、そのことについてのご答弁をお願いしま

す。 

    最後に、３点目の生涯学習カレンダーの作成についてです。現在、平成２８年度

の生涯学習カレンダーの作成に取り組んでいると思います。生涯学習カレンダーは、

生涯学習の町宣言の年から役場全ての課及び関係機関のあらゆる行事を網羅し、町

の生涯学習事業を調整する町のコントロールタワーの役割を果たしている軽米町の

代表的な生涯学習事業の一つだと思います。町民の方々の情報収集にとって貴重な

カレンダーとなっており、町民生活に欠かせないものとなっているのではないかと
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感じております。いいものはいいものとして、よりよい方向で継続していただきた

いと思うところですが、当初の目的を念頭に入れた事業への取り組みになっている

のか、いま一度検討いただきたいと思います。もしかしたら、各課、関係機関、学

校等から上がってきたものを調整する場も設けないでそのまま掲載してはいないで

しょうか。やはり町全体で取り組む行事などにおいては、関係機関からの参加協力

は欠かせないことだと思います。できるだけ早い段階で新年度の行事日程を収集し、

協議を重ねながら、それぞれの行事が重ならないよう工夫が必要ではないでしょう

か。その役割が生涯学習カレンダーの作成にはあると思います。 

    作成に当たり、庁舎内での協議の場を設定されているでしょうか。もしかすれば、

メールだけでの伝達で済ませてはいないでしょうか。お互い質問、意見などを交わ

し合い、庁舎内でのコミュニケーションを多くしながら、共通理解を深めながらの

作業を期待したいものです。各関係機関、団体等が行事を決定する上においても、

ほかの行事などの情報提供があれば、お互い参加対象がダブらないような工夫もな

されるのではないでしょうか。大変な業務だとは思いますが、生涯学習推進の趣旨

を明確にし、常に目的達成のために努力していただくことを期待したいものです。

生涯学習カレンダー作成の取り組み状況についてお願いいたします。 

    以上、生涯学習の町宣言から３０年目を迎える年に当たって、節目における取り

組み状況及び個々の事業検証を含めて質問させていただきました。ご答弁よろしく

お願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  中村議員の生涯学習の町宣言３０周年を迎えての質問についてお

答えいたします。 

    まず、軽米町は、昭和６２年４月に生涯学習の町を宣言し、「まちづくりは、地

域づくりであり、人づくりである」を基本理念とし、協働参画による町づくりを進

めてまいりました。近年人口減少や高度情報化など、私たちを取り巻く社会は著し

く変化し、便利な環境である反面、ゆとりのない生活に追いやられている状況がご

ざいます。軽米町に暮らす町民一人一人が自分に合った学習活動により、充実した

生活と生きがいのある人生を送るため、学習機会の提供やスポーツ活動の推進と学

習環境の整備及び各種施設整備などを計画的に進めてまいりたいと思います。生涯

学習の町宣言から３０年の節目に当たり、これまで先人が積み重ねてまいりました

実績を生かし、生涯学習フェスティバルに代表される住民の皆さんが自発的に学習

し、参加するような推進体制をさらに継続、発展させるとともに、時代の変化に合

わせた取り組みについても町民の皆様のご意見を伺いながら取り組んでまいりたい

と思います。 
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    平成２８年度は、生涯学習の町宣言から３０年目の節目となりますので、記念す

るイベントについても計画してまいりたいと思います。 

    次に、総合体育大会、町民体育祭についてですが、少子化や参加意識の変化など

から、参加団体、参加者が減っている状況はご存じのとおりと思います。これまで

実施種目の変更などを行い、参加者をふやすべく取り組みを行ってまいりましたが、

参加者がふえるまでに至っていない状況でございます。今後は、さらに住民の方々

から広くご意見を伺いながら、開催方法等を検討してまいりたいと思います。 

    新たな社会教育施設の整備につきましては、（仮称）交流駅整備構想とあわせ、

老朽化した公民館、図書館にかわる生涯学習の中核となる施設の整備を検討してま

いりたいと考えております。整備の方向が定まりましたら、施設内容、規格等につ

いて、住民の皆様から意見をお聞きする機会をつくりながら進めてまいりたいと思

います。 

    生涯学習カレンダーにつきましては、現在２月末を目途に関係機関からイベント

の情報の提供をしていただいているところでありますが、今後は提供いただいた事

業名、開催日等、関係機関にお知らせし、日程調整等をお願いしながら、４月の発

行を目指してまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦 求君） ２番、中村正志君。 

             〔２番 中村正志君登壇〕 

〇２番（中村正志君）  今のご答弁、３０周年記念イベントを開催する方向であるという

ことをお聞きしまして、今までの３０年を総括しながら、各それぞれの担当職員等

もそれを理解しながら、イベントに取り組んでいただければなと。３０年という年

月については、職員の方々も非常に入れかえが激しくなって、若い人たちが多くな

っていると。生まれる以前に始まっているというふうな人たちも多くいると思いま

す。そういうときに、軽米町の生涯学習の意義というのは何なのかということをや

はりいま一度検証することも職員として非常に大事なことではないのかなというふ

うに思います。私自身も長く携わってきておりますので、苦労は大変なものだとい

うふうに考えますけれども、苦労が多いからやめるのではなく、それに向かって、

とにかく一つ一つでもいいから解決していくのだという姿勢を職員に期待したいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いしたいと。もし何かコメントがあれば、

それで最後の質問とさせていただきますので、よろしくお願いします。 

〇議長（松浦 求君） 教育長、菅波俊美君。 

             〔教育長 菅波俊美君登壇〕 

〇教育長（菅波俊美君）  生涯学習とか、あるいは諸行事につきましてたくさんのご提言

をいただきまして、ありがとうございました。 
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    お話ございましたのですが、新年度、平成２８年度におきまして、教育委員会で

もたくさんの事業を予定しておりますが、その中で特にも平成２８年度は希望郷い

わて国体開催の年でございます。そしてまた、お話ございました生涯学習の町がス

タートして一区切りになる年度であると、そういう認識を持って平成２８年度はス

タートしたいというふうに考えております。 

    お話ございました記念イベントにつきましてですが、これから詳細を詰めてまい

りたいというふうに思っておりますが、生涯学習に関連して講師をお招きしての講

演会等々、検討してまいりたいというふうに思っております。時期につきましては、

国体開催の関係もございますので、国体後が適当かなと今は思っておりますが、こ

こも含めて、そしてまた現在ある事業にプラスして実施するか、あるいは単独で実

施するか等々も含めまして検討してまいりたいというふうに思っております。 

    そのほか、町総体とか町民体育祭についてもご意見いただきました。また、公民

館とか図書館の運営等についてもご意見いただきました。特にも公民館、図書館の

運営につきましては、現在でも町民の皆様のニーズ等にお応えする、あるいは学習

機会の提供に鋭意努めているところでございますが、私が特に感じておりますのは、

これらの運営に本当に多くのボランティアの方々のご協力がある、そしてまたご協

力いただいている方が本当に多いということを感じます。この方々の献身的な活動

によって、これらの図書館あるいは公民館の活動を大きく支えていただいていると

いうことを感じております。今後の事業運営等の中においても、この方々のご意見

をより積極的にお伺いしながら進めてまいりたいというふうに思っているところで

ございます。 

    いずれ今いただきましたご提言を初め、町民の皆様のいろいろなお声にしっかり

と耳を傾けながら、今後も熟議の中で方向性を定めてまいりたいというふうに思っ

ています。よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 午前中はこれで終了したいと思います。 

    暫時休憩します。 

午前１１時５８分 休憩 

――――――――――――― 

午後 １時００分 再開 

〇議長（松浦 求君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇１１番 細谷地 多 門 議員 

〇議長（松浦 求君） 一般質問を行います。 

    通告順によって、１１番、細谷地多門君。 

             〔１１番 細谷地多門君登壇〕 
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〇１１番（細谷地多門君）  約１年ぶりぐらいでしょうか、一般質問の席に登壇していま

すが、ちょっと質問が遠のいたせいか、地に足がついていないような感じがします

が、頑張って質問していきたいと思いますので、どうぞよろしく答弁のほどお願い

したいと思います。 

    今回の一般質問に際しまして、私は３項目について通告しておりました。 

    １項目めは、ＴＰＰに関する農業政策についての質問であります。最近ＴＰＰと

いう言葉をよく耳にしますが、参加１２カ国による環太平洋経済連携協定の頭文字

をとってＴＰＰと略称で呼んでいるようですが、国の施策で将来参加推進を積極的

に推し進めようとしていますが、そもそもＴＰＰとはどんなものなのかを含めて、

意義、それから定義についてと発動時期、開始時期についても、町民の皆さんへわ

かりやすく説明いただきたいと思います。それが１点であります。 

    ２点目は、我が国、明治維新以来とも言われるほどの大転換期を迎えようとして

いる今、後継者不足などからくる離農世帯の増加、不安定な経営など、農業を取り

巻く現状、環境の厳しさが増す中、国、政府は一体何を考えているのだろうと非常

に強い疑問を持ちます。昨年の秋ごろ、ＴＰＰ交渉参加１２カ国協定の大筋合意に

至ったというニュース、報道を聞きましたが、これまで私たち軽米町議会において

も、ＴＰＰ交渉参加を行わないことを求める意見書や、ＴＰＰ交渉の情報公開とＴ

ＰＰからの撤退、調印中止を求める意見書等を内閣総理大臣、衆参両院議長宛てに

何回か提出しております。全国各地方自治体ほとんどにおいても、また農業委員会

や農業者団体等からもＴＰＰ交渉参加反対の意見書や要望書が提出されているのは

ご案内のとおりであります。しかし、結果的にこのような現状を見るにつけ、政府

に届かない地方の声のむなしさ、悔しさをまざまざと感じずにはおられません。 

    岩手県は、１月中旬、ＴＰＰによる県内農林水産物の生産減少額を約４０億３，

０００万円から７３億円とする試算を公表したという新聞記事を目にしました。Ｔ

ＰＰ参加による発動、執行に伴う本町の農林業、その他の産業に及ぶ影響と試算に

ついて伺いたいと思います。 

    ３点目は、発動、執行された場合、はかり知れない打撃、影響を一番に懸念しま

すが、ＴＰＰによる本町の農林業、その他の産業衰退保護が当然求められ、応えて

いかなければならないわけですが、そのことに対する保護政策を今後どのように展

開、実施するのかを伺いたいと思います。 

    以上３点について、よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 産業振興課長、高田和己君。 

             〔産業振興課長 高田和己君登壇〕 

〇産業振興課長（高田和己君）  細谷地議員のＴＰＰに関する農業政策についてのご質問

にお答えします。 
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    ＴＰＰの定義、発動の時期についてお答えします。ＴＰＰは、トランス・パシフ

ィック・パートナーシップの頭文字をとっています。日本語に訳すと、環太平洋パ

ートナーシップ協定と呼ばれ、太平洋周辺の１２カ国、チリ、ペルー、メキシコ、

アメリカ、カナダ、日本、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、オー

ストラリア、ニュージーランドなどによる包括的な経済連携協定をいいます。アジ

ア太平洋地域での自由貿易圏の構築を目指すための協定のことで、参加国間での貿

易に関する関税の撤廃を原則としており、例外規定がない関税の自由化とも言われ

ております。 

    協定の発効条件は、２月４日のＴＰＰ調印式署名日後２年以内に１２カ国全て批

准した場合、それ以降の場合は日米を含む最低６カ国が批准して、そのＧＤＰが域

内全体の８５％以上に達することが発効条件となっております。 

    次に、ＴＰＰ参加、執行に伴う本町の農林業その他の産業に及ぼす影響と試算に

ついてお答えします。平成２８年１月、農林水産省農林水産分野におけるＴＰＰ対

策の中で、品目ごとの農林水産物への影響について、総括表で合計４０品目につい

て、特段の影響は見込みがたい品目として麦芽、小豆、インゲン等、影響は限定的

と見込まれる品目としてオレンジ、リンゴ、サクランボ、鳥肉、鶏卵、合板等、国

家貿易以外の輸入の増大は見込みがたい品目として米、当面輸入の急増は見込みが

たいが長期的には関税引き下げの影響が懸念される品目として牛肉、豚肉等とあり

ます。 

    また、岩手県では、ＴＰＰ協定交渉大筋合意により想定される本県農林水産業へ

の影響（中間取りまとめ）の中で、重要５品目の中の米の本県への影響等について

は、安価な米の輸入が増大し、流通量が増加した場合には、業務用米を中心に国産

米の価格の下落が懸念される。牛肉の本県への影響等については、安価な牛肉の輸

入が増大した場合には、輸入牛肉と競合する乳用種や交雑種を中心に国産価格の下

落が懸念される。豚肉の本県への影響等については、安価な豚肉の輸入が増大した

場合には、国産豚肉の下落が懸念されるとあります。 

    以上、国、県等の現在の見解の概要を申し述べましたが、試算段階での条件等に

ついて、軽米町においてはその数字が想定できないため試算はできない状況でござ

います。また、その影響についても、県の状況とおおむね同じであります。 

    次に、ＴＰＰによる本町の農林業その他の産業衰退保護政策についてお答えしま

す。ＴＰＰについては、農業が基幹産業でもある当町にとって、その発効は大きな

影響が想定されます。政府は、ＴＰＰ対策として平成２７年度補正予算、平成２８

年度予算等で対応すると表明しております。このことから、当町におきましては関

係機関等と連携して各種情報の収集に努め、強い農業の確立を目指し積極的に対応

してまいります。 
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    また、２月１６日、岩手県町村会副会長の山本町長は、農林水産省を訪れ、ＴＰ

Ｐが米や畜産など幅広い県内の農林水産業に与える影響は大きいとし、万全の対策

を講じるよう森山農林水産大臣に要請しております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦 求君） １１番、細谷地多門君。 

             〔１１番 細谷地多門君登壇〕 

〇１１番（細谷地多門君）  今担当課長から説明いただきました。それで、課長の説明は

わかりましたが、ただ町長からもお伺いしたいのですが、町長、今私前段で３点に

ついて質問したわけですが、町長はこの質問に対して、一番私が懸念するのは、何

回も申しますが、３点目の部分であります。発動、執行した場合のはかり知れない

影響。これは、今課長のほうから数字的なもの、国、県の試算といいますか、試み

の数字。最初は報道等ですごく心配されたけれども、国等の説明でだんだんそうで

もないというふうな言い方、余り悲観することなく、これから成長戦略として積極

性を持って海外にどんどん売っていくのだという、海外で通用する農作物をつくっ

ていくのだというふうな、テレビ等を見ますと、国等の答弁内容といいますか、説

明が聞かれる場合がありますが、しかし私たちのような中山間で、しかも米、ある

いは畑作物、それから畜産という、大変厳しい環境の中で取り組んでいる農家にと

っては非常に……海外を相手に、またグローバル的な仕組みといいますか、そうい

うハードルを乗り越えてやっていこうという気構え持っている農家が、後継者がど

れだけいるかということを考えたときに、不安をなかなか払拭できないと思ってい

ます。その中で、町長の基本的な考えを伺いたいのですが、発動、開始した場合の

保護と言えば、いつも手当てのような感じするのですが、やはり意識を持って認識

をしながら守っていくのだと、本町の基幹産業の農林業を守っていくのだという、

この不安を、これから後継者もある農家、あるいはこれから農業を続けていこうと

いうその農家に対して、不安がどうも払拭されていかないという部分であります。

その部分について町長から再度取り組みについての認識、それから基本的な考え、

姿勢、お伺いできればと思いますが、よろしくお願いします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  確かに今細谷地議員がおっしゃるように、国のほうはこれを契機

にさまざま海外に打って出るとか、経済成長戦略、さまざま出ているようでござい

ますが、当軽米町のような中山間地域は、やはり他の地域と違って条件不利地の状

況であるというふうに思っております。そういうことで、今後こういったＴＰＰ対

策等、国にも万全を期していただきたいと思っておりますし、また町としてもこれ

からさまざまな方向で対応していかなければならないと思っております。具体的に、
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集約化しながら集落営農、それから畜産団地等の形成等しながら、そしてまたさら

には高付加価値をつけた６次産業化等、内発的な雇用の場を創造しながら強い農業

づくりを強力にやっていかなければならないというふうに思っております。 

    私も、国に対して県の町村会を代表いたしまして、森山農林水産大臣にも直接お

会いして、その話を力強く訴えてまいりましたし、また大臣もそれに対しては、積

極的にＴＰＰ対策はやっていくというふうなお話をいただきましたので、さらにま

たその中身を精査しながら、国、県と連携しながら頑張ってまいりたいと思ってお

ります。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦 求君） １１番、細谷地多門君。 

             〔１１番 細谷地多門君登壇〕 

〇１１番（細谷地多門君）  １項目について、再々質問ではありませんが、要望しながら

次の質問に移りたいと思いますが、町長から今考え方、これからの姿勢を伺ったわ

けですが、本町の基幹産業である農林業の部分について衰退の傾向が今後見られな

いような、ＴＰＰ発動に対する抵抗力といいますか、ある程度の歯どめ、そういっ

た、国、県との連携も必要でしょうし、また独自で農業政策を展開していくという

ようなことの必要性をすごく感じております。農業就労人口が減らないように、ど

うぞ町長これからも鋭意努力していただいて、我々議会と一緒になって取り組みを

お願いしたいと思いますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。要望でありま

す。 

    ２点目は、町づくりについてであります。去る３月３日に開会した本会議におい

て、山本町長施政方針演述の中でも触れられておりましたが、新年度の予算編成に

おける町づくりの観点から、どういうところに何に主眼を置いて予算編成に当たっ

たのかを伺いたいと思います。それが１点目であります。 

    それから、２点目でありますが、行政改革大綱案について伺いたいと思います。

地方行政においては、執行者側、当局側といいましょうか、当局側とチェックする

側、私たちの議会側でありますが、車の両輪の関係でバランスを保ち、常に町民の

代表であるがゆえに、公正、不偏で、しかもより多くの町民の立場に立った姿勢で

臨まなければならないと思っております。その意味合いからも、お互い緊張感を保

ちつつ、町民の負託に応えていかなければならないことは言うまでもありません。 

    なお、私自身、所属する議員議会においても、行政改革という共通点が当然ある

ことから、議会のあり方、現状に踏み込んだ内容もお話しさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。私自身も含め、議会のあり方、姿勢については、

軽米町議会そのものが町民のニーズに果たして応え切れているのだろうかとも強く

感じております。もしかしたら行政改革の中でも、私たちの属する議会部分が町民
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の皆さんから見ても納得のいく議会改革がなされてこなかったのも否めない事実で

あると思っています。議会改革の部分は、一番後回しにされ、おくれているのかも

しれません。前回議員定数削減については、残念ながら現状維持で見送られました。

町民に活動内容や存在感を与える上でも、前回途中まで調査研修した軽米町議会の

基本条例設置がいまだ実現していないことであります。 

    ちなみに、県内１８町村のうち７町村が既に基本条例を設置しています。行政執

行者側を監督、チェックする機関ともいうべき議会であればこそ、私たち議員一人

一人町民から信頼され、これまでの不透明な部分については町民の皆さんに説明責

任を果たし、払拭していかなければなりません。私たち議員一人一人が改めて襟を

正さなければなりません。そのような姿勢を満たしてこそ、相手側を監督、チェッ

クできる機関でもあると同時に、堂々と胸を張ることができると私は思っておりま

す。 

    議会においても、最近明るい話題が発生しまして、定例議会ごとに年４回、議会

で決まったことや内容などを発刊してきた議会だより、昨年９月定例議会で既に第

２０３号を数えるほどになり、県内１３町村の応募による平成２７年度第３４回岩

手県町村議会広報コンクールにおいて、入選３席、上から４番目という快挙をなし

遂げたことです。それも先人による第１号からの積み重ね、脈々と受け継いできた

先輩方のあかし、また議長による発行時期などの見直し実施や改善要望、編集委員

の努力、担当職員の努力による結果であると思っております。今後は、ぜひ特選を

目指してほしいものであります。 

    平成２８年度から平成３２年度までの第５次軽米町行政改革大綱案の内容につい

て伺いたいと思います。それが２点目であります。 

    それから、３点目は、これまで第４次行政改革大綱、第５次行政改革大綱案との

内容の違い、方針の違いについてお尋ねいたします。 

    よろしくどうぞお願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 細谷地議員の町づくりについてのご質問にお答えいたします。 

    初めに、新年度予算編成における町づくりの観点からの主眼についてのご質問に

お答えいたします。施政方針でも申し上げておりますが、新年度予算編成につきま

しては、新軽米町総合発展計画及び総合戦略に定めた目標達成に向けた施策を着実

に推進し、豊かで安心して生活できる魅力ある地域社会の創造を主眼として編成し

たところであります。具体的には、喫緊の課題である人口減少の鈍化を図るため、

子育て支援の一層の充実を図るほか、再生可能エネルギー事業の推進などによる雇

用の創出に取り組むこととしております。また、総合戦略で計画しております（仮
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称）かるまい交流駅につきましては、適正な整備内容となるよう補正予算で対応す

ることといたしました。さらに、老朽化が進んでおります公共施設等については、

公共施設等総合管理計画を策定し、計画的な管理を行っていくこととしております。 

    次に、第５次軽米町行政改革大綱案の内容についてのご質問でございますが、軽

米町行政改革推進委員会より答申をいただき、２月２６日に第５次軽米町行政改革

大綱を策定したところであります。今後ますます厳しくなると予想される財政状況

の中で、健全な財政運営を堅持しつつ、質の高い効率的な行政サービスを提供して

していくことなどを目標に、４項目を推進の大きな柱とし、項目ごとに具体的な取

り組みを定めております。 

    １つ目の町民との協働による町づくりでは、百人委員会の充実やパブリックコメ

ントの実施、各種委員会等の一般公募制と女性登用の拡大の推進などにより、町民

と手を携えながら、創意と工夫を凝らした町づくりに取り組んでいくこととしてお

ります。 

    ２つ目の質の高い行政サービスの提供では、各種証明書の受け取り時間の延長な

どによる町民の利便性向上や、事務事業評価の実施などによる効率的で効果的な事

務事業の推進に取り組んでまいります。 

    ３つ目の行政組織運営の確立では、限られた職員数と財源の中でより効率的に事

務事業を進めるため、組織機構の見直しや新採用職員のスキルアップ研修などを定

めております。 

    ４つ目の健全な財政基盤の維持では、町税等の徴収強化やふるさと納税の推進、

町単独補助金の事業効果の実施などにより、歳入の確保と計画的な財政運営に努め

てまいります。 

    次に、第４次改革大綱と第５次改革大綱との内容や方針の違いについてのご質問

ですが、目指す方向性は基本的には同じであり、先ほど申し上げた推進の主要事項

４項目は、第４次改革大綱の主要事項と同様の内容であります。第４次と第５次と

の違いは、実施計画に示した具体的な取り組みであります。第４次から引き続き取

り組む項目もございますが、告知放送サービスの実施や小中学校の統廃合の推進な

ど、第４次の行政改革で目的を達成したものは、第５次の取り組み項目から除外し、

新しい取り組みを定めております。具体的に申し上げますと、百人委員会のさらな

る充実や新採用職員のスキルアップ研修、事務事業評価の実施による効率的で効果

的な事務事業の推進など、新たに７つの取り組みを計画に盛り込んでおります。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦 求君） １１番、細谷地多門君。 

             〔１１番 細谷地多門君登壇〕 

〇１１番（細谷地多門君） 答弁いただきました。ありがとうございました。 
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    それで、事務事業の運営についての答弁もございました。その部分で再質問した

いと思います。過去、職員による業務怠慢といいますか、事件があったわけです。

それは、数年前でありますが、一般住宅あるいは畜舎等の部分で、そういう物件の

建物、建った後は建物評価をするわけですが、そういう評価、未評価といいますか、

評価がきちっとしていないという、未評価の部分が発覚しまして、それから私たち

も調査特別委員会を設置して検討したわけですが、その中でこれまでの部分を整理

しながら、それからこれからの防止策といいますか、未然に防止する部分、要する

に法令遵守といいますか、横文字でコンプライアンスと呼ぶようでありますが、そ

ういうのを改めて検討したり、また認識、また組織の枠組みを示して実施していく

というようなことを提示受けたわけですが、私たちも一緒になって検討して、これ

からなお一層このようなことが起こらないように認識して行政執行に当たっていた

だきたいというような旨の結論で終わったわけですが、そういう部分について法令

遵守の、円滑に動いていると思うのですが、その部分の現在の様子をお聞かせいた

だきたいと思います。その後の改善、改良の部分があったのかどうか、そういう課

題等が見えてきたというふうなことがあればそれをお知らせいただければと思いま

す。いずれ現在の様子を伺いたいと存じます。そのことが１点。 

    また、事務事業の運営についてでありますが、一般町民あるいは外部の一部の方、

私も前の総務課長のときでしたか、一般質問で取り上げたことがありますが、役場

業務遂行の妨げとか妨害、ないとは思うのですが、これまでに例があるのかどうか、

またあるとすれば実例を伺いたいと思います。 

    それから、ないとすれば、それはそれでいいのですが、今後予想される住民の知

る権利、情報開示など、そういう部分であり得ると思っています。そういう住民の

知る権利とか情報開示を楯にまた執拗につきまとうといいますか、さまざまな面で

業務遂行に支障が生じるようなことがあるとすれば、出るとすれば、町民に多大な

損失、迷惑をかけるわけですが、そのような場合は毅然とした態度で臨むこと、そ

れからそれらに準ずる行為を行った場合に法的手段をとるべきだと私は強く思って

おりますが、そういう点についてもお聞きしたいと思います。 

    以上２点について、よろしくどうぞお願いします。 

〇議長（松浦 求君） 総務課長、日山充君。 

             〔総務課長 日山 充君登壇〕 

〇総務課長（日山 充君） ２点ご質問があったと思っております。 

    初めに、不祥事が生じたことによる、それを未然防止するような検討、あるいは

体制はできているかということでございます。以前あった未評価問題に関しまして

は、その後二重にチェックする体制をとって、未評価等が生じないような取り組み

をさせていただいておりますし、いずれ職員の業務内容についてはグループの中で、
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あるいは課長等がその職務の遂行状況を確認しながら、そういうふうなことがない

ように努める体制で今は臨んでおります。そのことにつきましては、現在取り組ん

でおります職員の評価、事務評価の関係の中でもその項目がございますので、それ

に沿って取り組んでまいりたいと思っております。 

    あともう一点の関係は、住民の方からのご意見とかご質問、あるいはいろいろな

ことで業務に支障が出ていることはないかというご質問だと思います。全くないか

といえば、そういうことは実際あるわけなのですけれども、例えば何を言っている

のか内容がわからないような電話で、頻繁に電話をかけられる方もいらっしゃいま

す。お酒を飲んでいる状態の中でお話をされている方もいらっしゃいますし、ご自

分の意見を町のほうに伝えたいということで、長時間にわたる電話等をいただくこ

ともございます。ご意見をいただくことについては、町政に重要な部分もございま

すので、私たちとしましてもその内容を十分精査して対応させていただいておりま

す。また、明らかに業務に支障が生じるような場合につきましては、対応マニュア

ルを作成してございます。それに沿った形で対応できるように努めておりますので、

よろしくお願いいたします。 

    以上です。 

〇議長（松浦 求君） １１番、細谷地多門君。 

             〔１１番 細谷地多門君登壇〕 

〇１１番（細谷地多門君）  ありがとうございました。業務の遂行といいますか、推進に

当たってはなお一層頑張っていただきますし、また我々も協力しながら一緒にやっ

ていきたいと思っておりますから、どうぞ今後とも課題等に対処しながら臨機応変

に努力していただきたいと思います。そのことを要望したいと思います。 

    ３項目めの町道の維持管理について質問いたします。去る１月の末ごろでしたか、

しめって非常に重い大雪に見舞われ、本町でも中心部以外ほとんどの地域が長時間

にわたり停電にもなり、不自由な生活を余儀なくされ、大変な思いをしました。し

めった大雪による町道の道路沿いの倒木等により、除雪作業や一般車両の通行の妨

げになっている樹木などの計画的な伐採を行ったらいかがかという質問が１点目で

あります。 

    それから、２点目は、最近各地でよく耳にする異常気象によるものなのかどうか、

想定外、予期せぬ自然災害等、そのことに伴って今後も突発的な大雪等予想される

ことから、除雪車両等の設備の充実、町民の足を守るという立場から、体制、どの

ような認識、実施しているのかを伺いたいと思います。 

    その２点についてよろしくどうぞ。 

〇議長（松浦 求君） 地域整備課長、新井田一徳君。 

             〔地域整備課長 新井田一徳君登壇〕 
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〇地域整備課長（新井田一徳君）  それでは、細谷地議員の町道の維持管理についてのご

質問にお答えいたします。 

    １月１８日から１９日にかけての大雪の際に、国、県道含め二戸管内で多くの倒

木が発生したところであり、倒木の中でも電力の電線及びＮＴＴの電線を巻き込ん

だ倒木が発生し、除雪作業に影響が出たところであります。電線を巻き込まない倒

木については、早急に伐採作業を実施し、可能な限り一般車両等の通行を確保しま

したが、電線を巻き込んだ倒木については感電等のおそれがあり、管理者でなけれ

ば伐採作業ができないことから、管理者への伐採作業を要請し、除雪作業を実施し

たところであります。 

    樹木等の伐採については、平成２２年と平成２３年には国の緊急雇用対策事業を

利用し樹木等の伐採作業を実施し、その後については道路維持作業員を雇用し、継

続して定期的な巡回を通した道路状況に応じた維持作業を実施しているところであ

ります。 

    町道沿いの樹木については、道路の所有者が管理することが原則なため、通行に

支障等のおそれがある場合には、その都度所有者の了解を得て伐採作業を実施して

おり、平成２８年度には土地所有者へ適正な管理のお願いを周知するとともに、道

路パトロールを実施し適正な維持管理を進めてまいりたいと考えております。 

    次に、除雪体制についてお答え申し上げます。現在通常降雪時においては、町所

有の機械１０台、委託業者所有の機械８台、計１８台で除雪作業を実施しており、

また異常降雪時には委託業者が所有する大型ロータリー車、グレーダー等の出動を

依頼し、除雪作業を実施してきたところであります。道路維持車両につきましては、

乗用ロータリー除雪車を購入し、歩道除雪や道路の拡幅除雪を実施しているところ

であり、今年度は老朽化しました除雪ダンプを更新しました。今後におきましても

計画的に除雪機械の更新等を実施し、冬期間における交通の安全確保に努めてまい

りたいと考えております。 

    以上、答弁といたします。 

〇議長（松浦 求君） １１番、細谷地多門君。 

             〔１１番 細谷地多門君登壇〕 

〇１１番（細谷地多門君） 今担当課長から答弁いただきました。 

    それで、再質問でありますが、課長の答弁は道路沿いの倒木と、それこそ町道部

分は民間の土地がほとんどなわけですが、そういうふうにあって所有者が維持管理

すること、してもらうのが原則であるというような説明受けました。私もそのとお

りだと思っています。ただ、私も車で通りながら感じるのですが、雪解けが始まっ

たり落ちついてからも、ずっと半分ぐらい、３分の１ぐらい、半分はちょっと極端

な話でありますが、道路幅の約３分の１ぐらいに枝等がまだ覆いかぶさって、片側
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通行のようなジグザグの通行を余儀なくされているという一般車両が見受けられま

すが、どことは言いませんが、各地にそういう部分がまだ残っていると思っていま

す。これらを土地所有者に求めてもなかなか簡単にスムーズにいかないのかなとい

う部分を持っております。 

    それで、何年前だったか、ちょっとはっきりした……取り組んだ……忘れました

が、過去緊急雇用でしたか、緊急雇用対策事業だったかな、そういう部分で計画的

にある程度倒木のおそれがあるようなところ、覆いかぶさって見通しが悪いような

地域というか、そういう町道、部分的に伐採、結構長い距離で伐採したのを見てい

ますが、今はそのような事業はないのかどうか。何か見つけられないものかどうか

ということを１点聞きたいと思いますし、またそのような取り込める事業を何か見

つけて、これから企画を考えてはどうかと。除雪作業に当たっている現場のオペレ

ーターの方はよく、各路線、全部とは言いませんが、把握していると思います。例

えばあの線は木がかぶさってひどいとか、そういう部分が結構あるのではないかと

思いますが、そういう部分で優先順位といいますか、そういうのをピックアップし

て、抜粋して、それを取り組めたらなという観点からこういう質問をさせていただ

きました。そのことについてもう一度お答えお願いできればと思います。 

    また、町長からお伺いしますが、今前段で私質問した部分で、２点目の突発的な

大雪による、特に中心街ですか、本町の中心街といいますか、既存の商店街も雪捨

て場がないといいますか、速やかに片づけられない各世帯の対応といいますか、思

うようにならないという。非常に通行の妨げといいますか、歩行者にも大変、また

混雑ぶりといいますか、それが圧雪になって固まって、なかなかスコップの歯が立

たないというような状況。町長も出勤時、退庁時、さまざま歩いている中で結構見

受けていると思うのですが、その部分についてどのように感じていらっしゃるのか。

といいますのは、この間テレビでもやっていました、秋田県だかどこだか。岩手県

も、自治体、何カ所かあるようです。隣村の九戸村でも展開していると聞きますが、

流雪溝と言ったですか、雪を流す溝と書くのですが、流雪溝なるもの、そういうの

が中心商店街、あるいは混雑が予想される人通りの多い、車両の多い部分に設置で

きないものかどうか。検討するに値すると私は非常に思うのですが、いかがですか。

これは、詳しくはわかりませんが、川の水の流れ、大きな水路を利用して、その水

路を迂回させることによって金属のグレーチングというのですか、観音開きのハッ

チをあけて、雪を流し込むというようなこと。除雪の運搬、それから捨て場に持っ

ていくという作業、私は限界があると思っています。行政の出動する重機等さまざ

ま、一度に広範囲にわたるものですから、主要道路に出向いていかなければならな

い、細部の地域までは入れない、中心部の商店街の中までは対応できないというの

が実際のところかなと思って、そういうのがあれば非常に画期的であるし、いいな
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と思っていますが、中心部の住民の方々はそういうのがあれば大変助かると思うの

ですが、その点について町長、答弁いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（松浦 求君） 地域整備課長、新井田一徳君。 

             〔地域整備課長 新井田一徳君登壇〕 

〇地域整備課長（新井田一徳君）  先ほど再質問の中で、細谷地議員のほうから緊急雇用

対策事業、今でもあるのかという１点目でございますが、緊急雇用対策事業は現在

もやっております。そして、地域整備課では事務職のほうの道路台帳整備のほうを

緊急雇用事業でお願いしてやっております。 

    そうしまして、道路維持作業についてなのですが、緊急雇用対策事業とは別に道

路維持作業員を雇用いたしまして、継続して定期的な巡回をしながら、枝等が出た

ところ、危険なところ、普通乗用車が通れても例えばマイクロバスとかそういった

車高の高い車が通りづらいような部分等、詳細に巡回等しながら道路状況に応じた

維持作業を実施しておるところでございます。 

    私からは、以上答弁といたします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  私も毎朝歩いて通っておりますけれども、先般大変な水分の多い

雪が一度に降りまして、その後大変な寒冷といいますか、冷え込んで、非常に路面

が凍ったために、私も大変通うのに苦労しました。この点に関しましては、積極的

に融雪剤、それから細部にわたりましての除雪、それからまた凍った路盤の氷を砕

いて除去するとか、さまざまな対応を充実させながら対応していかなければならな

いと思っております。特に本町、公民館通り、大変高齢者の方々も難儀しておった

ようでございますので、そういった対応を充実させてまいりたいと思っております。 

    また、流雪溝のお話もございました。これは、融雪溝と流雪溝、流すやつと解か

すやつというふうなことであるのですが、これもあれば大変いいわけではございま

すが、経費等も非常にかかることが予想されますので、そういった件に関しまして

はこれからの財政状況等見ながら検討してまいりたいというふうに思っております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦 求君） それでは、暫時休憩をいたします。 

午後 １時５０分 休憩 

――――――――――――― 

午後 ２時００分 再開 

〇議長（松浦 求君）休憩前に引き続き一般質問を行います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇３番 田 村 せ つ 議員 
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〇議長（松浦 求君） ３番、田村せつ君。 

             〔３番 田村せつ君登壇〕 

〇３番（田村せつ君）  一般質問は４回目となりましたが、しかも本日の最後ということ

もあって緊張していますが、一生懸命お伺いいたします。よろしくお願いします。 

    子育て環境、子供の遊び場についてお伺いします。軽米町は、子育て支援日本一

を目指して着実に実現に向けて進んでいると感じています。さて、近年ゲーム機な

どの普及により外に出て遊ぶ子供が少なくなったと言われております。さらに、町

内には公園など遊べる場所がないに等しいです。そのことも子供が外に出て遊ぶ機

会を減らしているように思います。心身ともに健康で活動的な子供を育成するとい

う観点からも、町内に遊具のある公園を設置し、子供たちが遊べる環境をつくるこ

とも大事な子育て支援政策の一環と考えます。 

    そこで、次のことをお伺いいたします。さきにも述べましたように、町内には子

供たちが安心して遊べる公園はありません。無論これから建設予定の（仮称）かる

まい交流駅の中には子供の遊び場の計画はあると思いますが、ぜひ屋内だけでなく、

屋外にも遊具のある公園の設置を求めます。 

    次に、向川原親水公園についてですが、親水公園は老朽したあずまやがあるだけ

で、公園とは名ばかりで、とても閑散としております。せっかく設置した公園です。

老朽したものは早急に整備し、遊具を設置し、明るいイメージの公園を求めます。 

    最後になりますが、ハートフルスポーツランド競技場についてです。春にはシバ

ザクラが見事に咲きこぼれ、運動会、野球、パークゴルフと、町民が一堂に会して

スポーツを楽しむすばらしい場所だと思います。しかし、小さな子供にとっては、

遊び場と言える場所はありません。イベントがあって連れていっても、途中で飽き

てしまい、帰らなければならないという保護者の声を耳にいたします。競技場は、

家族や町民が触れ合う大切な交流の場でもあります。一角に小さな子供が遊べる遊

具のある場所の設置を求めますが、いかがかお伺いいたします。 

    以上のことについて申し上げました。答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦 求君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 田村議員の子育て環境についてのご質問にお答えいたします。 

    初めに、町中心部の遊具のある遊び場につきましては、保育園や幼稚園などを除

き、議員ご指摘のとおり設置されておりません。町といたしましては、子育て環境

を整える上で、誰でも気軽に安心して利用できる公園の整備は重要であると認識し

ております。しかしながら、子供を安心して遊ばせる環境を維持するためには、十

分な管理ができる体制が必要であると考えております。このことから、総合戦略で

計画しております（仮称）かるまい交流駅の整備とあわせ、附帯施設として子供の
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遊び場を整備することにより、安全性の確保ができるものと考えております。 

    次に、ハートフルスポーツランドの一角に遊具の設置を求めるがのご質問にお答

えいたします。ご存じのとおり、ハートフルスポーツランドは、競技場、駐車場を

除き平坦な場所が少ないことから、平坦地はグラウンドゴルフ競技等で利用してい

ることから、難しい面がございますが、町民の皆様のご要望をお聞きしながら、今

後設置の可能性を検討してまいりたいと考えております。 

    次に、向川原地区親水公園は閑散としている、老朽化している長いすは整備し、

明るいイメージの公園を求めるのご質問にお答えいたします。防災センター隣の親

水公園は、平成１１年１０月に甚大な被害を受けた豪雨災害の復興事業として、岩

手県が河川災害復旧関連緊急事業等を活用し、防災ステーションの一環として整備

したものであります。その後、平成１５年５月１日に岩手県と町で締結した二級河

川雪谷川河川防災ステーション及び二級河川坊里沢河川公園に整備した施設の管理

に関する協定書により、町で施設の清掃管理や保守点検、小破修繕など維持管理業

務を担い、それ以外は県で維持管理業務を行っているものであります。 

    現在、親水公園内の施設としては、木製と自然石製のベンチ、照明灯、案内板、

健康器具、あずまや等が設置されておりますが、整備されてから１０年以上が経過

し、ご指摘のとおり老朽化が目立っております。 

    施設の改修等については、施設の管理に関する協定書に基づき、県と協議しなけ

ればならないこととなっていることから、県に対し改修等について協議し、明るい

イメージの公園として利用促進を図ってまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦 求君） ３番、田村せつ君。 

             〔３番 田村せつ君登壇〕 

〇３番（田村せつ君）  ただいまの町長の答弁で子供の遊び場設置につきまして、これか

ら考えてくれることを確信いたしました。子育て支援とは、経済的な支援だけでな

く、多方面から支援を考えていかなければならないと思っております。しかも、子

供は地域の宝であります。その次代を担う大切な町の宝を心身ともに健康で活動的

に育成していくためにも、多方面にわたり子育ての環境の充実を図り、さらなる子

育て支援日本一を目指してほしいものと願うものであります。 

    終わります。 

〇議長（松浦 求君） 以上をもって本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

〇議長（松浦 求君） 次の本会議は、３月８日、あす午前１０時からこの場で開きます。 

    本日はこれで散会いたします。ご苦労さまでした。 
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（午後 ２時０８分） 


